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1.在宅サービスの在 り方

①在宅サービス全般

・ 重度者を支える在宅サニビスの在り方

・ 訪間介護 日夜間対応型訪問介護の現状と課題、24時間地域巡回型訪間サービス

・ レスパイ トケア (通所介護・短期入所生活介護)の現状と課題

・ 小規模多機能型居宅介護の現状と課題

・ 複数サービスを組み合わせて提供する事業者の取組

・ これまでの主な指摘事項

・ 論点



介護に関する利用者・家族の希望と実態

○ 利用者・家族とも、自宅や高齢者住宅等といつた在宅での介護を希望する者が大多数である。一方、現状

では、重度者では、施設入所しているケースが多い:

o したがって、重度者の在宅生活を支えるという観点から、在宅サービスを整備することが必要である。

自分が介護が必要になつた場合の希望

回答 割合

由■で家族中|さに1介護を三中Ⅲヽ
一一４

＝出
■
一
■ 12‐4%

460/

有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けたい 12)

蒔鬼I養護老人ホ■ムなどの施‐設で介護を受けたい
勁

一

７

一

医療機関に入院して介護を受けたい 2以

その他
υ
ス

つ
０

無回答
υ
ス

の
乙

サービス種別、要介護度別の受給者数

Ｉ

Ｉ

詫　諦略施設．中

単位 (万 人 )

区分

居宅

(介護予防)

サービス

地域密着型

(介護予防 )

サービス

施設
サービス

合計

要支援 1
35.6

(995%:

0.2

(05%|

0.C

(0.0%)

35.[

要支援2
45.2

(99.3%|

0.〔

(07%|

0.C

(00%|

45.[

要介護 1
60.1

(877%|

4. (

(67%

3.

(56%

68.(

要介護2
60.4

(793%|

6.C

(79%)

9.〔

(128%|

76.2

要介護3
1■ |||■ ||

４２

・２
‐
５

・

・
“

一

. 6:8

gQQ"
18.(

(27.塑

67.(

″

=介
諄4

127:『

|“82%

|144
1(フ .d%|

25.〔

(44.2%|

57.2

要介護o
|||117:フ

||“||ィ

| ‐214
(5:20/o

2613

(56.6%|

46.4

合計
288.E

(72.7%|

24.6

(6.2%)

83.ラ

(21.1%|

397.2

介護保険事業状況報告 (暫定)(平成22年 3月 分)よ り

重
度
で
は
施
設
の
割
合
が
高
い
。

鵠　　諦略施設．醐
2

両親が介護が必要となつた場合の希望

∫

■

回答 割合

申|■で家蝶中|い 11介諄を受け0■■|)
一鋼

149'

一聯
‐２

一

有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けさせたい 5%

蒔月1養‐護老人ホTムなど―の施1設で介護を受けさせたい 6%

itt
2γ

その他
０
ス

リ
０

無回答 4%

資料出所 :介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集 (平成22年5月 15日、厚生労働省老健局)



重度者を支える在宅サービスの在り方①
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重度者を支える在宅サービスの在り方②
○ 重度になるほど、複数のサービスを組み合わせて提供する必要性が1曽大する。また、重度になるほど、医療

ニーズが高まって<る。

o したがって、重度者の在宅生活を支えるためには、医療サービスも含めて、複数のサービスを適切に組み含

わせて提供してい<ことが必要になると考えられる。

ケアプランに組み込まれているサービス種類数別の

利用者数 (要介護度別 )
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重度になるほど、看護サービスなどの医療サービス

に対するニーズが高ま≦ くる。

1°°%`蓬基デ誰な
全体

要支援 1

要支援2

要介護 1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

91.5

1.6

2,I

2.1

.61.4
50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

‖無回答  1種類 ・2種類 爾3種類 懃4種類以上

重度になるほど、複数のサービスを組み合わせて提供することが

必 要 になる。

資料出所:株式会社三菱総合研究所「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員

業務の実態に関する調査報告書」 (平成21年度老人保健健康増進等事業)

所生活介護通所リハビリテーシヨン
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資料出所 :厚生労働省「平成21年度介護給付費実態調査結果」



在宅高齢者が施設入所を希望する場合の理由
○ 在宅高齢者が施設入所を希望する場合の理由としては、
族の負担が軽減される」、「医療的な対応を受けられる」
が多<挙げられている。

「専P目的な介護や世話が受けられる」、「家
、「24時間介護等を受けられる」等の理由

○ こうした条件が整備されれば、在宅で生活し続けられる可能性が高まると考えられる。

在宅高齢者が施設入所を希望する場合の理由(複数回答)
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家族へ経済面で迷惑を掛けたくない

一人で住むには不安がある

費用負担が安くなる

防犯、防災などの面で安心できる

介護をしてくれる人がいない

自宅は介護に適さない

掃除洗濯などの介護をしなくて済む

重度の介護を必要とする

重度の介護を必要としない・

自宅を子世代に譲るため

その他

無回答

0.0% 10.0%

47.2

ヨ
″

L

一
36.5%

爾 30、 8%

3.7%

-23.8%
懸繭爾饉 23.5%

-23.1%

魃 14.5%

;%

7%

圏麟爾繭朦懸爾轟圃轟国饉機圏朦 8.

顧爾爾曜轟轟 5.3%

黎 4.3%

国艤圃爾 2.5%

8

(資料出所)東京都「在宅高齢者実態調査(平成19年度)」

20.0% 30.0% 40.0% 50.0%



方間介護の利用状況

介護保険制度の倉j設以来、訪Po3介護サービスの利用は堅調に伸びてきたが、近年は伸び悩んでいる。
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訪問介護の課題

○ 訪問介護サービスの提供回数 (1人 1日当たり)は、受給者全体では平均約○。6回、要介護5では平均 1。 1回
となつている。また、訪Fo5介護サービス1回当たりの提供時間は、受給者全体では、30分以上が7害」弱(1時
Fo3以上が 3害」弱である。

○ 現状の訪間介護は、 1日 当たりの訪Po5回数が少ないとともに、 1回当たりの滞在時間がLL較的長い日寺間と
なつている。

受給者1人 1日 当たりの平均訪間介護サービス提供回数 訪間介護サービス1回当たりの提供時間
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夜間対応型訪問介護の概要

在宅にいる場合も、夜間を含め24時間安心して生活できる体制の整備が必要であるとの考えから、

平成 18年 4月 に、夜間における「定期巡回」と「通報による随時対応」を合わせた「夜間対応型訪間

介護」が倉」設された (夜間における訪Po5介護サービスの提供のみを想定したサービス類型)。

夜間対応型訪間介護のイメージ図

基本的には、利用対象者300人程度を想定

〔ま引ま者濯閣写1轡ダ

※ 夜間の訪間介護のみを実施 |

するサービス類型であり、日中 |
の訪間介護は含まれない。  |

L_________― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐



夜間対応型訪間介護の利用状況
○ 夜間対応型訪間介護は2006年 4月に倉」設されたが、2009年度末現在、利用者数が約5,OOO人、事業所数が95カ

所にとどまつており、伸び悩んでいる。
○ 現状では、重度者の在宅生活を支える上で重要であると考えられる「日中・夜FB5を通じた巡回型の訪間サービス」が
十分に提供されていない。
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デンマークにおける24時間地域巡回型訪間サービス

デンマークにおいては、重度者であつても可能な限り地域で生活することができるよう、介護と看護の連携を図

りながら、24時間巡回型の訪間サービスが提供されている。

○テンマークにおける24時間地域巡口型請間サ"ビス体制の概喜

※ 在宅ケアのチームは1人のリーダー(SSA(社会福祉口保健アシスタント))と 5～ 6名のSSH(社会福祉・保健ヘルパー)という形で編成される

ケースが多く、ここに看護師が加わつて医療的ケアを必要とする者にケアを提供する。

※ SSAは社会福祉口保健ヘルパー教育の後t更に1年8ヶ月の教育を続けることが必要で、経管栄養の栄養補給やインシュリン注射も行う。

※ 介護従事者の多くは公務員である。

○人員体制の例(7じテI′クスペア市の場合 )
(参考 :デンマークにおける高齢者

施設・住宅整備の推移)

区分 時間帯 内容

日中
巡回

7:00-
15:00

市の3つの福祉地区をそれぞれ6つ前後の小地区(利用者250

人程度)に分けて、SSA(2人 )とSSH(20人前後)で構成される

チームがその小地区の一つを担当する。各福祉地区には訪問

看護師グループがあり、各チームのリーダーを務める。利用者

は、市全体で3,430人 。

間

回

夜

巡

15:00～

23:00

各福祉地区をそれぞれ2分して、SSA(1人 、リーダー)と SSHや

派遣ヘルバー等 (5～ 6人 )で構成されるチームが担当する。利

用者は市全体で548人。

夜

回
深
巡

23:00´ψ

7:00

全市を統合して、2人のSSAと2人の訪間看護師が担当する。

利用者は、市全体で32人 。

施設系 住宅系

合計
プライ
エム

保護
住宅 諦餞９８

年

１

49′ 088 6′ 595 3′ 356 59′ 039

ｏｏ
年

２

15′ 424 2′ 870 58′ 292 76′ 586

資料出所 :

・ 松岡洋子「デンマークの高齢者福祉と地域居住」

・ 医療経済研究機構「諸外国における介護施設の機

能分化等に関する調査報告書」       1

区分 時間帯 家事援助、身体介護 看護

日中巡回 7:00-15:00
起床、着替え、トイレ介助、食事介助(朝食、昼食)、 シヤ

ワー、昼寝誘導、そうじ、洗濯、買い物

口1空ケア、精神的ケア、カテーテル交換、

ストーマ、胃ろうの管交換、胃ろうからの

栄養補給、傷の手当て、投薬管理、薬の

服用、血液検査とインシュリン注射、緊

急訪間、緊急時対応

夜間巡回 15:00-23:00 トイレ介助、食事介助(夕 食)、 着替え、就寝介助

深夜巡回 23:00-7:00 どうしても必要な医療的ケアを中心に提供



○フレテ:′クスペア市における在宅ケアのスタッフ体●J
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※ 日中巡回については、このほかに全市で1,365人 の訪問看護利用者がいる

資料出所 :松岡洋子「デンマークの高齢者福祉と地域居住」
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07じテIIクスペア市の夜間巡口節間(15:30～23:00)におけるSSAの業務内書

No.
開始
時間

場所

利用者の状況

巡回区分 ケア(業務)内容等

性別・年齢
要介

護度

家族
構成

15:30 市の在宅介護課 ミーティング(夜間巡回の6グループが集合)

1 16:40
高齢者住宅A

女・70代 独居 インシュリン注射

2 16:50 女・80代 3 独居 1回 目 目薬の点眼、服薬

3 17:05

高齢者住宅B

女・70代 夫 インシュリン注射

4 17:15 女・40代 5 独 居 1回 目 水分摂取、胃ろうからの栄養補給

5 17:45 男・70代 2 独居 目薬の点眼、むくみ防止ソックスの着脱

6 18:10 高齢者住宅A 女・70代 独居 ぜんそくの吸入

7 18:15 高層集合住宅 男・60代 1 独居 服薬、会話

18:45 市のステーシヨン 休憩、食事、ミーティング(夜間巡回の2グループが集合 )

8 20:05 一般集合住宅 女・70代 3 独居 会話、服薬

20:16 消防署 消防署へ緊急訪間のための鍵を取りに行く

9 20:40 一般住宅 男・80代 4 独 居 緊急時対応 アラーム・電話回線の確認

10 20:55 一般集合住宅 男・90代 5 妻 傷の手当て

21:07
高齢者住宅A

女・80代 3 独居 2回 目 目薬の点眼、服薬

12 21:15 女・70代 2 独 居 目薬の点眼

13 21:25

高齢者住宅B

男口若い 4 独居 ストーマの処置

14 21:50 女・70代 独 居 目薬の点眼、会話

15 22:10 男・70代 3 独 居 目薬の点眼、服薬

16 22:20 女・40代 5 独 居 2回 目 水分摂取、胃ろうからの栄養補給

22:30 市の在宅介護課 深夜担当の看護師へ引き継ぎ

資料出所 :松岡洋子「デンマークの高齢者福祉と地域居住」 12



仕事と介護の両立促進のために必要な地域や社会による支援
○ 家族介護者である労働者等への調査によれば、仕事と介護の両立を促進するために必要である地1或や社会による支
援として、「介護に関する情報の普及啓発」、「緊急時に対応できるシ∃―トステイの拡大」、「精神面での負担軽
減のための相談の充実」等を挙げる者が多い。

○ 介護サービスに関しては、緊急時に対応できるショートステイや、早朝や夜間にも対応できるデイサニビス、状況
に応じてデイサービスからシ∃―トステイに柔軟に移行できるサービスなど、必要な時に柔軟に受けられる介護サー
ビスが必要であるという声が多い。
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仕事と介護の両立促進のために必要な地域や社会による支援 (複数回答)

資料出所:平成21年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書(みずほ情報総研、21年度厚生労働省委託事業)
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通所介護の利用状況

通所介護は、一貫して、利用が伸びている。

〈単位 :億 円 )

12000
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20000
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0

費用額 介護予防
140

120

100

80

60

40

20

0

(単位 :万 人 ) 受給者数 介護予防

1291

注1)各年度の費用額の値は、介護給付費実態調査の5月 審査 (4月 サービ

ス)分から翌年の4月 審査 (3月 サービス)分までの合計である。

注2)各年度の受給者数の値は、介護給付費実態調査を用いて、各年度

の3月 サービス分 (4月 審査分)の値としている(つまり、各年度末の

値を記載している)。

注3)各年度の請求事業所数の値は、介護給付費実態調査を用いて、各

年度の3月 サービス分 (4月 審査分)の値としている(つまり、各年度

末の値を記載している)。
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2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2001年度2002年度 2003年度2004年 度2005年度2006年度2007年 度2008年度2009年 度

請求事業所数

20031F層電 2004生「 月に 20051「 月電 20061「 月電 20071「 月
= 2008生

「 月露 20091「 層電2001年度 2002年 度



短期入所生活介護の利用状況

短期入所生活介護は、一貫して、利用が伸びている。

(単位 :億 円 ) 費用額 介護予防
〈単位 :万 人 ) 受給者数

30
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0

注1)各年度の費用額の値 |ょ、介護給付費実態調査の5月 審査 (4月 サービ
ス)分から翌年の4月 審査 (3月 サービス)分までの合計であるι

注2)各年度の受給者数の値は、介護給付費実態調査を用いて、各年度
| の3月 サービス分 (4月 審査分)の値としている(つまり、各年度末の

値を記載している)。

注3)各年度の請求事業所数の値は、介護給付費実態調査を用いて、各
年度の3月 サービス分 (4月 審査分)の値としている(つまり、各年度
末の値を記載している)。
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通所介護・短期入所生活介護の課題

○ 通所介護全体のサービス利用は伸びているが、延長の通所介護があまり提供されていないなど、利用者や家族の

ニーズに応じた柔軟な通所介護サービスが、必ずしも提供できていない可能性がある。

○ 介護支援専門員に対するアンケ早卜調査結果に基づけば、「緊急時など柔軟な対応がEAIl難」であることが短期入所

サービスの利用上の大きな課題であると考えられる。

通所介護サービス提供回数 短期入所サービスの利用上の課題 (複数回答)

(単位 :千 回 )

要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総数

2時間～

3時間

11.0

(0.4%)

13.0

(0.5%)

8.5

(0.4%)

6.2

(0.5%)

5.0

(1,0%)

43.7

(0.5%)

3時間～

6時間

397.0

(14.6%)

400.2

(15.0%)

248.0

(12.6%)

147.5

(13.0%)

74.7

(13.9%)

1267.4

(14.0%)

6時間～

8時間

2296.1

(84.7%)

2249,8

(84.1%)

1696.0

(86.0%)

959.6

(84.9%)

451.0

(83.4%)

7652.6

(84.7%)

8時間～

9時間

4.8

(0.2%)

7.8

(0.3%)

11.3

(0.6%)

7.9

(0,7%)

4.7

(0.9%)

36.6

(0.4%)

9時間～

10時間

3.1

(0.1%)

5.6

(0.2%)

9.5

(015%)

9.0

(0.8%)

5.4

(1.0%)

32,7

(0.4%)

総数
2712.1

(100.0%)

2676.4

(100.0%)

1973.3

(100,0%)

1130.3

(100.0%)

540.8

(100.0%)

9032.9

(100.0%)

(%) N=介護支援専門員198人
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資料出所 :株式会社ニッセイ基礎研究所「在宅要介護者へのサービス提供

体制のあり方に関する研究報告書」(平成19年度老人保健健康増

進等事業)
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資料出所 :介護給付費実態調査 (平成22年 5月 審査分 )



小規模多機能型居宅介護の概要
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提

供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するためtノJヽ規模多機能型居宅介護が倉J設
された(平成18年4月 倉」設)。

利用者の自宅



小規模多機能型居宅介護の利用状況

〇 小規模多機能型居宅介護は、地上或包括ケアを支える重要なサービスであり、普及を加速してい<ことが必要である。

○ 普及の促進に当たつて、例えば、医療ニーズにより対応できる仕組みを選択し得るようにするなど、利用者のニーズ

に応じて、より多機能のサービスを提供できる仕組みを検討してい<ことなども必要ではないか。

(単位 :億円 )
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0
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0

費用額

9月   3月

200711月艶

9月   3月
20071再月艶

介護予防

9月   3月
20091暮 [艶

〈単位 :万 人 )

4.5

4

3.5

3

25

2

1.5

1

05

0

受給者数

9月   3月

20071手 月蓋

9月   3月

2006生1月電

9月   3月
20064千 月電

9月   3月

20084再 層電

9月   3月

20064手 月難

9月   3月

2008生
「

層艶

9月   3月

20094手層電

注)各月の費用額・受給者数・請求事業所数の値は、介護給付費実態調

査月報より作成。

なお、9月 サービス分 (10月 審査分)を「9月 」の部分で記載し、3月 サ丁

ビス分 (4月 審査分)を「3月 」の部分で記載している。
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宅老所とは
○ 民家などを活用し、家庭的な雰囲気の中で、1人ひとりの生活リズムに合わせた柔軟なケアを

行う取り組みがあり、こうした取り組みは宅老所と呼ばれている (なお、宅老所についての統
一的な定義はない)。             ・

〇 通い (デイサービス)のみを提供しているところから、泊まり (シ ヨートステイ)や訪間ホー
ムヘルプ)、 住まい (グループホーム)、 配食などの提供まで行つているところもあり、サー
ビス形態は様長である。

○ 利用者からの利用料だけで運営しているところ、通所介護事業所等の介護保la~の指定を受けて
いるところなど、運営形態も様長である。

ほっと・ハウス・豊玉 陳京都練馬区)

・介護保険の通所介護 (定員23名 )、 短期入所生活
介護 (定員 1名 )に加え、住まいとして有料老人

ホニム (定員6名 (申 請中))。
・有料老人ホームについては、外部からの訪間介護

サービスを利用することもできる。

宅老 所の例

た す け あ い 佐 賀 に賀県佐賀市。7カ所を運営)

・介護保険創設前に開設。
・介護保la~の通所介護事業所の指定を受けているが、
介護保険外でのデイサービスの利用も可能。

・介護保険外において、宿泊サービスも実施。

○外観 (宅老所 「ながせ」) ○食事風景 (宅老所 「てんゆう」) ○外観 ○少人数でのレクレすション



複数サービスを組み合わせて提供する事業者の取組

○ 重度者の在宅生活を支えてい<ためには、複数のサービスを適切に組み合わせて提供してい<こ とが必要。

〇 現在、各地で、利用者のニーズに応じて、複数のサービスを組み含わせて提供する事業者が存在するが、重

度者の在宅生活支援という観点から、こうした取組の普及を図つていくことが必要。

①事業例1:シンフォニーケア株式会社(宮城県仙台市)

°
炒製翼境痛 為勿論路i鴫紺螺踊贔動幌薔堀観葬詰Fオ

~ケア獄銃では、晴方

A法人

｀

|…………_.       業務提携

リハビリを目
訪間看護
リハビリ

に通う

往診
:∬
ず 利用者

住み慣れた地

で移り住む

シンフォニーケア(株 )

まり、訪問

出典 :シンフォニーケア株式会社提供資料 (一部改変 )
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②事業例2:こぶし園(新潟県長岡市)

○ 長岡市の「こぶし園」では、暮らしの原則は「地域の中」との認識に立ち、大規模施設から地域での生活への移
行を進めている。

○ その際、小規模の特別養護老人ホニムや小規模多機能型施設等t'1ヽ規模かつ多様なサービス拠点を展開。

「 こぶ し園」
○所在地 :新潟県長岡市
03つの小規模特養、6つの小規模多機能型施設他、複数の介護関係施設を運営

私の築いてきた人生は地域内にあり、他者
との関係の中で生きているから、離れたくない

地域の外にある既存の
施設から地域に戻る

アクティビテ
の拡大

転換

能分散

21

小規模かつ多様な拠点の整備
により、大規模施設への入所で
はなく、「地域の中」で生活を継
続することが可能に。
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③事業例3:アザレアンさなだ(長野県上田市 人口約11,000人 )

○施設の有する人的・物的資源を、地域で生活する高齢者に提供。

・ 地域の高齢者に、24時 FB30 365日 の訪間介護・訪間看護、365日 03食の配食

サービスを提供。
・ 小学校区にグループホーム・宅老所・小規模多機能・サテライ ト特養を分散

菅平グループホーム

特養 40床、ショート 22床 戸沢の家宅老所

デイサービスセンター

併設 30人
真田グループホーム

訪間介護・訪問入浴

訪問看護・居宅介護支援事業

配食サービス

高齢者集合住宅

中原グループホーム

鰊
365日 3食酉己食サービス

大畑サテライト特養 小規模多機能大畑の家
111入浴サービス

|・ ホームヘルプサービス

訪間看護

荒井の家宅老所

・訪間入浴

【傍 陽地 区】

曲尾グループホーム

大庭の家宅老所

22



①閣議決定等

○ 新成長戦略 (平成22年 6月 18日 閣議決定 )

「成長戦略実行計画 (工程表)」
口「Ⅱ 健康大国戦略」

・ 24時間地域巡回型訪問サービス、レスパイトケア(家族の介護負担軽減)拡充の本格実施 【2013年度までに実施すべき
事項】

②研究会・団体等からの指摘事項

○ 横浜市「平成23年度国家予算及び制度に関する提案・要望書」(平成22年 6月 )

利用者に対し、24時間継続して効率的にサすビスの提供が行われるよう、夜間対応型訪間介護を見直し、24時間巡回型の訪
間介護とすること。

○ 高齢社会をよくする女性の会「こうすればよくなる介護保険」(平成22年4月 26日 )

「6家族への支援の充実」

デイサービスセンターを利用したショートステイの拡充。認知症の人には慣れた場所や職員が何より。

O地 域包括ケア研究会報告書 (平成22年 3月 )

・ 現在の滞在型中心の訪間介護では要介護者の在宅生活を支えることは困難であることから、24時間短時間巡回型の訪間看
護・介護サービスを導入して、短時間の定期巡回と夜間通報システムによる緊急訪間等を組み合わせて、24時間365日 の在宅
生活を支えられるようにすべきである。(以下、略)

ヨさらに、既存の在宅サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイなど)の複数のサ=ビスを柔軟に組み合わせて
パッケージ化して提供する複合型事業所の導入を検討すべきではないか。

日家族を介護しながら、働いている場合にあっては、家族介護と仕事との両立支援やレスパイト支援、相談事業が重要である。
仕事との両立に資するような柔軟な時間設定による通所サービスや緊急ショートの整備を進めるとともに、企業においても介護
にかかる基礎知識や技術習得の機会に関する情報提供をしたり、介護休暇や地域ボランティア活動による支援などの充実が
重要である。(以下、略) 23



論点

○ 新成長戦略等を踏まえ、介護と医療・看護との連携を図りつつ、24

時間地域巡回型訪間サービスの創設、レスパイトケアの拡充 (お泊ま

リデイサービスの創設等)、 小規模多機能型居宅介護の普及、複合

型事業所の創設等を行つていくべきではないか。【新成長戦略におい

て決定】

※ 24時間地域巡回型訪間サービスの具体的な内容については、別途、「24時間地域巡回

型訪間サービスのあり方検討会」において検討中(月1紙 1参照)。 24時間地域巡回型の

訪間介護サービスのほか、訪間介護と訪間看護が密接に連携した24時間地域巡回型

訪間サービスについても検討中。

※ お泊まリデイサービスのイメージについては、別紙2を参照。

※ 複合型事業所のイメージについては、別紙3を参照。

24



麟:搬雄時動 轟
【趣旨】
O ①24時F85地域巡回型訪FD5サ ~ビスのニーズ及び効果、②適切な訪F05介護の体制や報酬体系のあり方、③医療・看護と訪間介護の連

携等について調査研究を行うとともに、有識者及び関係事業者等による検討会を設け、240寺間地上或巡回型訪Fo5サービス普及のための
課題や方策を明らかにする。

○ 在宅においても、施設と同様に24時間365日 F必要なとき」に F嚇要なサァビス」が提供さねることによりt重度化しても、在宅
での生活が継続できるよう「24時 F85地 l或巡回型訪間サービス」のあり方について、モデル事業や各種の調査等を行い、検討を行う。

【検討会委員】 (櫛が0各、50劃頁)
・秋山 正子  株式会社ケアーズ 白十字訪問看護ステーション 所長   ・栃本 二二郎  上智大学 総合人間科学部長           .
。

)也田  省 三   龍谷大学 社会学部 地域福祉学科 教授         。馬袋  秀 男    株弐会社ジャバンケアサービスグループ代表取締役社長
・石 原  美 智 子 株式会社新生メディカル 代表取締役社長       ・堀 畷 聰 子   Elト レヒト本学 社会行動科学部 訪間教授   ‐
・丼音B 俊子  聖路加看護大学 学長                 ・堀田 力 (座長)公益財団法人さわやか福祉財団 理事長
・香取 幹   株式会社やさしい手 代表取締役社長          ・堀川 雄人   世田谷区 地域福祉部 音β長
。ノ」ヽ山 剛   称會掘肇資

人長岡福祉協会高齢者総合ケアセン7-こ′Sや し園 。白旬場  1憂詈L   和光希 イ呆健福祉部 長寿あんしん課和光南地域包括支援センター

・篠田 )告   大垣市 福社部 社会福祉課 課長補佐          。結城 康博   淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科 准教授
・時田 糸屯   41暖編祉法人小田原福社会 理事長            ・禾□田 忠志   全国在宅療養支援診療所連絡会研修・教育局長 あおぞら診療所高知潮江 医師

【検討会におけるモデル事業・その他調査内容等】
0 24時間地域巡回型訪間サービスモデル事業 :モデル事業を実施し、利用者に対する効果や240寺間地域巡回型訪Po5サ

ニビスの効果的
な提供のあり方 (短時F85サ

~ビスを含めた定期訪間と随B寺訪Fo3の組み合わせのあり方等)について、実態に基づ<検討。
○ 施設ケア調査 :入所施設で提供されているケアの内容 。量 ,時間帯等を把握し、 吟 後住宅で提供されるべき標準的なケアの内容」

について考察を行う。
○ アンケニト調査 :全国の夜FB8対応型訪Fo3介護事業所及び深夜に訪Po5対応している訪Po3介護事業所にアンケニト調査を実施し、24時 FB5

地域巡回型訪問サービスの課題等を把握する。                          |‐   ‐   ‐
○ 自治体調査 :自治体における特養待機者の状況を把握し潜在的ニーズを把握するとともに、地域ごとの特性について検討。

【スケジュール】
0 6月 18日 に第 1回、7月 5日 に第2回、8月 2日 に第3回を開催。
○ モデル事業により具体的なデータを収集するとともに、アンケート調査により実態把握

取りまとめを行い、介護保険部会に報告し、今年度中に最終取りまとめを行う予定:

・意見収集を行つた上で、 10月 を目途に中 FB5

25



お)白きリデイサ|■
―ビス|のイ|メ■ジ|

鰯J紙 2)

○ デイサービスを活用した宿泊事業 (シ ョートステイ)又は10時間以上の延長サービスを倉」設することにより、レ

スパイ トケアの充実を図る。

○ 通い1目れたデイサービスの設備・スタッフによるケアを基本として、柔軟な人員配置 。設備利用を可能とすること

で、急な預かりニーズにも対応可能となり、「仕事と介護の両立」が推進される。

現行制度

(課題)

【デイサービス】

家族の就労時間とサービス

提供時間のミスマッチ

【ショートステイ】

利用二=ズの増加が見込ま

れるが、緊急時等における空

きベッドの確保は困難

(泊まり)

(通い)

10:00～ 17:00 就業時間の調整

利用形態に応じた事業所の選択

デイサービス

(25,894事業所)

(資料出所)事業所数については、厚生労働省「介護給付費実態調査」

創設後

(見直し後)

○ 通い慣れたデイサービスの設備・スタッフによる、

柔軟な長時間延長・宿)白サービスの提供

○ 家族の就労 (急な残業、通勤時間等)にも配慮し

たサービス提供

○ 従来のシヨートステイも、これまでどおり利用可能

24時間体制
○

○

負担軽減

8:00～ 17:00勤 務

1箇所のデイサービスで柔軟な利用が可能に

(通い )

+
(泊き ιl)

(平成22年 5月 審査分 )
26



複含型事業所のイメージ (別 紙 3)

)碑 含型事業所 (7⊃磨:」 設により、不|1用 占は、
また、サービス1躍 供時の契約手続きが一本イドさ才

‐
1、 簡素化される

|()事業畜 |(二 とっても、一括 tノて指定を受けるこIと が可能になる、柔軟な人員配置が可能になる、
|…■Lやすく41るという本J点 /〕 あ`る

()それ それ の サービスごとに別 々の事 業所 からサービスを受ける
(〕 サービス間の調 整 か行いにくいので、柔軟 なサー置ス提 供が行

しヽにくい´

現行制度

利用者②

―スに麻 して、柔軟 |「…多機能サービスの1足供を受けられ,るようにな

ケアの体制が構

利用者① 利用者②

01つ の事業所から、サーヒスが組み合わされて提供される .

○ サービス間の調整が行いやすいのて、柔軟なサービス提供
が可能 ,,                                   2デ

鍛 後

A事業所
(複合型事業所)

訪
間
介
護

＋

訪
間
看
護

B事業所
(複合型事業所)

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

＋

訪
間
看
護



1.在宅サービスの在 り方

②医療系サービス

・ 在宅医療の連携のイメージ

・ 訪間看護の現状と課題

・ 訪間看護・訪間介護の導携状況

・ 療養通所介護の現状と課題

・ 訪間看護についてのこれまでの主な指摘事項

・ 訪間リハビリテーシヨン、通所リハビリテーシヨンの現状と課題

ロ リハビリテーシヨンについてのこれまでの主な指摘事項

・ 論点
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在宅医療 (終末期ケアを含む)の連携のイメージ

【参考】在宅療養支援診療所 `病院 (診療所はH18年度、病院はH20年度に創設)

患家に対する24時間の窓□として、必要に応じて他の病院、診療所等との連携を図りつつ、24時間往診、訪間琶護
等を提供する医療機関

(要件)24時間連絡を受ける連絡先を患家に提供、
24時間往診可能な体制の確保、                 H18年   H10年 ||‖ 20年   H21年

24時間訪間看護可能な体制の確保、     在宅療養支援診療所    9′434 ‐10′477  11′45o  ll′ 955 1

緊急時の入院体制の整備      等   在宇療奉支援病院      ―    _    7    11 1

:

:

緊急時に入院可能な病院 畠有床診療所

有床診療所 病院

病

主

ト
ン

／
１
〓＼…

記と在宅の
書医の連携

24時間
〈他医

連絡体制|を確保‐

療機関との連1携可)
急
性
増
悪
等
緊
急
時

に
入
院 退

院

看取り・死亡確認

在 宅 で の 生 舌
ヽ

ヽ

′
′

の場を含む)

― ― ― ―
… … … … … … … … … … … … …

1129



訪問看護の利用状況

○

○

訪間看護 (予防含む)の訪間看護ステーシ∃ン数t

要介護3以上の利用者が約6害」を占める。

受給者数は上昇傾向で推移。

訪間看護ステーシヨン数及び受給者数

訪
間
看
護
受
給
者
数

訪
問
看
護
丞
丁
―

ンヽ
ョ
ン

病
院
ま
た
は
診
療
所
傘
調
求
事
業
所
数
）

6,000

5′000

4′000

3,000

2′000

1,000

0

千人
300

250

200

150

100

50

0

平成164   平成174   平成184

1 1訪問看護ステーシヨン

平成194   平成204

脚 病院又は診療所

平成214   平成224

-―受給者数

要介護度別受給者数

要介護4 要介護 5要支援・

要介護者数
総数 要支援¬ 要支援2

経過的

要介護
要介護¬ 要介護2 要介護3

受給者数(%)
272.5

(100%)

70

(26%)
174(640/o)

(0.0%)

361
(13.20/o)

515
(1890/o)

473
(17.40/0)

49,7

(18.20/o)

635
(23.3%)

出典 :介護給付費実態調査 30



訪間琶護における医療|ニーズ

○ 医療処置にかかる看護内容が必要な利用者数は増加している。
○ 個展の医療処置については、必要な利用者数、割合ともに増加し、医療二‐ズの高い
不」用者が増加していると考えられる。

9月 中の看護内容別訪間看護ステーションの利用,者数(M.A)

嚢
聯
編鸞II魃| :111

総 数 180,696 229,203

9月 中の医療処置にかかる看護内容
※

121,755 67.40/i 152,339 66.57

じょく清の予防
34:171

…
‰
…

９８
41,014

19,35G

17.9%

じょく療の処置 8.4%

浣腸口摘便 29,168 16.1%:        40,058 17.5%

在宅酸素療法の指導・援助 8,469 4.74      11,652 5:1%

胃痩の管理
8,440 婦%

7.1%

人工肛門・人工膀眺の管理 2.3%

点滴の実施・管理
6,943 3.8辮

7,42C

4,283

3.2%

注射の実施 1.9%

経管栄養の実施・管理
4,573

…

‰

口■

５２
7,003

989

3.1%

中心静脈栄養法の実施・管理 0.4%

※平成13年と平成19年では一部の調査項目が異なつている6割合が同程度又は平成19年において増加している項目を抽出。

出典 :介護サニビス施設・事業所調査
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方間看護の利用状況と自宅死亡の害J含

○ 都道府県別高齢者人□千人当たりの訪間看護禾」用者数は約41音の差がある。

(最多は長野県、最少は香川県)。

○ 高齢者の訪間者護利用者数が多い都道府県では、在宅で死亡する者の害」合が高い傾

向がある。

180

∞

∞

¨

∞

８。

６。

莉

高
齢
者
人
口
千
人
当
た
り
の
訪
間
看
護
利
用
実
人
数
（人
）

1° 総死亡者数に対する色宅死亡の割合(%)14         16         18
出典 :介護サービス施設・事業所調査(平成19年),人 口動態調査(平成19年),平成19年 10月 1日 現在推計人口



方間看護ステーションの現1犬と課題

○ 看護職員5人未満の訪Po3看護ステ■ション|ま全体の約60%
(参考)1事業所当たり琶護職員数 :約4.3人

○ 事業所の規模が小さし`ほど収支の状況が悪い。

職員※数規模別にみた事業所数の構成
※訪問看護の人員基準の算定対象となる職員のみ

7.5人 ～(n=214

)

5～フ.5人未満

(n=258)

3～ 5人未満

(n=334)

2.5～ 3人未満

(n=74)

200/0       400/0       60%

■赤字 ■黒字

80%       100%

職員※数規模別にみた収支の状況
※訪問看護の人員基準の算定対象となる職員のみ

■2.5～ 3人未満

■フ.5～ 10人未満

■3～ 5人未満    曜5～ 7.5人未満

日10人～

33

出典 :(社 )日 本看護協会「訪間看護事業所数の減少要因の分析及び対応策のあり方に関する調査研究事業」

(N=880)
n=1′ 713



訪間看護と訪間介護の連携状況

oO/。    20%   40%   60%   80°/o  100%

■いる  ■いない  薗無回答

ii香ゝ 看護職員と介護職員の2名 以上での訪間看護利用

者数は平均1.95人

(うち特別管理加算対象者数は平均0.88人 )

○

○

約30%の事業所で看護職員と介護職員が同時に訪間を行つている6

複数名で訪Po3する理由としては、体が大きい、医療依存度が高い等の理由が多い。

(N=1′ 898)

|

20%10%

本人の認知症の症状のため

本人の精神症状のため

‐́
磯萩薯二蘇罰琶マ

などのため

医療依存度が高く、2人以上

、
=薗

悧 署空電
同居家族の状況

(精神症状等)のため

その他

無回答

出典 :(社 )全 国訪間看護事業協会「訪問看護ステーシヨンに係わる介護保険サービスにおける看護提供体制のあり方に関する研究 新たな訪間看護ステーシヨンの事業展 34

開の検討 平成18年度 報告書」



第3回訪間看護支援事業に係る検討会 森松薫参考人提出資料をもとに∵部改編

(参考)訪間看護・訪間介護の一体型サービス
(医療依存度の高い在宅療養者への訪間看護・介護の一体型サービス提供モデル事業※)

業一事一ル
ム
丁

一モ

介護保険対象外で医療依存度が高い者 訪間対象者の概要

lo歳代γ80歳以上まで(70歳以上が
約50%)

疾患 :難病、がん、脊椎・頸椎損傷の
利用者が約85%

3。 医療処置及び管理の必要な人数 :

(訪間実数34名 t期間H20.6～ H21:2)

1。

2.

訪間看

訪問看護師

躊
ト

ン
　
レ

ヨ

　

ノ

ンヽ
　
ヘ

一一丁該
十

１

２

３

４

５

轟デル黒‐業,1盛界
ケア時間の短縮・効率化
ケアの安全性・質の向上

本人口家族の苦痛緩和、QOLの向上
訪間看護師の負担軽減
サービス導入の推進力

35

※厚生労働省医政局「訪間看護推進事業」



療養通所介護の利用状況①

○ 事業所数は横ばいであり、サービス禾」用が進んでいない。

3時間以上6時間未満請求事業所数
4,663千単位6時間以上8時間未満

出典 :介護給付費実態調査 (平成22年 3月 審査分 )

要介護度別療養通所介護利用回数割合 療養通所介護請求事業所数

■要介護 1

19%  ■要介護 2

圏要介護3

■要介護4

日要介護5

ぶおお

も許

傘ぶ傘ぶ

ら許

ぶぶ

出典 :介 護給付費実態調査月報

70

60

50

40

30

20

10

0

Ｔ
滲ぶぶ

Ｔ
倉ぶ

∫

√

o%3%

出典 :介護給付費実態調査 (平成22年 3月 審査分)
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療養通所介護の利用状況②
○ 療養通所介護の利用者のうち観察を継続する必要のある利用者は約85%であり、医
療ニーズが高い者が多いが、医療ニーズの高い者は通所介護や通所リハでは対応が困

○ 医療ニーズの高い利用者の多<が、通所介護や通所リハビリテーシ∃ンのサービスを断られた経
験がある。 (45。 6%)

■よくある  ■たまにある

国ない   暉無回答

とくに観察

を継続す

る必要は

イLtい
11%=

(n■305)

たえず観

察を必要

脳血管疾患

神経系疾患

心疾患

新生物

呼吸器系疾患

筋骨格系疾患

内分泌系疾患

消化器系疾患

.精神系疾患

尿路性器系疾患

感染症

皮膚および皮下組織の疾患

その他

不明

1%
1%
1%
0%
0%

7

出典:(財)日 本訪問看護振興財団「療養通所介護における医療連携の在り方に関する実践検証事業 報告書」



療養通所介護の利用1犬況③

○ 泊まりについて、「実施意向あり」の事業所は約15%であるが、実施意向のない事

業所にその理由を調査したところ、看護師の確保や夜間の人員体制、設備、費用負担

等を危惧する事業所が多い。

○ 療養通所介護のサービスを不」用した者のうち、泊まりの希望は3害」。

(n=44)

066事業所(平成21年 11月 1時点で活動中の事業所全数)に

調査を行い、48事業所より回収(回収率 72.7%)

(n=289)

離翼彙列瑯:輛麟埒狡
護職員が記入 )

出典 :(財 )日 本訪問看護振興財団「療養通所介護における医療連携の在り方に関する実践検証事業 報告書」



「訪問看護支援事業に係る検討会」(H22。8)
・ 利用者にとって安心・安全なケアが提供されるよう、介護職員等に対する研修亀指導等に、看護
職員が積極的に取り組むと同時にt看護職員と介護職員が同一事業所でサニビスを提供できる
ような事業所形態についても検討し、看護職員と介護職員との連携の強化を図るべきである。

・ 訪間看護の安定的な供給と地域包括ケアシステムの構築を推進する上でt二め事業所におい
て、医療・看護が必要な要介護高齢者にも対応可能な通所・宿泊等のサービスを、訪問看護と
同時に提供する事業形態の創設等について検討が必要である。

「地域包括ケア研究会報告書」(H22。 3)

・ 24時間短時間巡回型の訪間看護・介護サービスについて、看護と介護が連携して巡回する事
業を導入し、在宅の看取りを担う事業として促進すべきではないか。これにより事業者の大規模
化を図り、経営安定化も推進されるのではないか。

「日本看護協会 平成23年度予算編成に関する要望書」(H22.4)
0都道府県が訪問看護の必要量を適切に把握し、デ画的にサービスを整備できるようt第 5期
介護保険事業計画に先立つ国の基本指針において、訪間看護サービスの必要見込み量‐および
その確保策についての指針を明示されたい。            ‐      ‐

・ 医療依存度が高くなつた場合であつても、在宅療養者や居住系施設の人居者が、最後まで安
全・安心に生活を継続できるよう、24時間看護師常駐のショTトステイ機能をもう新たな「医療版
小規模多機能 (仮称)」 の仕組みについて検討するよう予算措置を講じられたい。

「社団法人日本看護協会 社団法人全国訪問看護事業協会 訪問看護の人員基準に関する意見
書」(H22.5)

0 訪問看護の拡充・業務効率化のためのサテライト事業所の設置促進が求められる。
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脳卒中等の発症

＼

リハビリテーシヨンの役害」分担

ー

40

維持口改善

維持日向上1向1上

■建1維1持1向上再建

1維持1尚|エ

リハ専門職のみならず、多職種によつて構成されるチー

舌RttP上
、自立生活

集中的リハによる機能回復・ADL向上早期離床・早期

ュ生による廃用
症候群の予防

(資料出所)日 本リハビリテ=ラ
ヨン病院・施設協会「高齢者リノヾビリテーシヨン医療のグランドデ イン」(青海社)より厚生労働省老人保健課において作成



訪問リハビリテーションの利用状況と課
○ 訪間リハビリテーシ∃ン (予防も含む)の受給者数、事業所数は増加傾向で推移。
0 1000人当たりの事業所は、都道府県ごとに設置状況に差があり、十分にサニビスが提
供できていない地上或があると考えられる。

[千人 ]

800

700

600

500

400

300

200

100

0

要介護者1000人当たりの請求事
業所‐数の都道府県比較

[事業所数 ]

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

H13  H14 H15 H16 H17 H18

口介護予防訪問リハビリテーション

H19  H20  H21

■訪問リハビリテーション

[事業所数〕

4.5

4

35

3

2:5

2

1:5

1

0.5

■(旧 )施設区分なし

口介護老人保健施設

■病院又は診療所

訪問リハビリテTショ通所リハビリテーショ
ン         ン

訪問看護

□最も少ない県 ■全国平均 回最も多い県
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出典 :介護給付費実態調査

約2.5倍

H13  H14  H15  H16  H17  H18  H19  H20  H21



通所リハビリテーシ∃ンの利用1犬況と課題

○ 通所リハビリテーシヨンと通所介護は、利用者の所要時間は同程度である。

○ 医療機関の外来でリハビリテーシヨンを受ける場合の滞在時間は概ね2時間以内であ

り、長時FB3の通所リハビリテーシヨンは、提供サービスが通所介護と類似していると考え

られる。

通所介護と通所リハビリテーシヨンの所要時間

所要時間 通所介護 通所リハビリテーシヨン

1時間以上～2時間未満 0.6%

2時間以上～3時間未満 0.5% 0.6%

3時間以上～4時間未満 2.2% 3.0%

4時間以上～6時間未満 12.0% 11.3%

0.2%3時間以上～9時間未満 0。4%

〕時間以上～lo時間未満 0,4% 0.1%

H13  H14  H15  H16  H17  H18  H19  H20  H21 出典 :介護給付費実態調査

(参考)医療機関の外来リハビリテーシヨンを受けている者が医療機関に滞在している時間

通所リハビリテーシヨンの年間累計受給者数

日通所リハビリテーシヨン

ロ介護予防通所リハビリテーシヨン

150分 以上

8%

90～ 119分
23%

60-89う゛

37% H19厚生労働省老人保健事業推進費等補助金

平均リハビリテー

ション実施時間

※滞在時間が2時間未満 (60%) 「リハビリテーシヨンの効果的な実施1三 事 業



O「高齢者リハビリテーションのあるべき方向J(平成16年 1月 )

・ 最も重要である急性期のリハビリテーション医療が十分行われていない
]長期にわたつて効果の明らかでないリハビリテーション医療が行われている
・ 医療から介護べの連続するシステムが機能していない、
・ リハビリテーションとケアの境界が明確に区分されておらず、リハビリテーションとケアが混在して提供

されているものがある
・ 在宅におけるリハビリテーションが十分でない

O「地域包括ケア研究会報告書」(平成22年 3月 )

・ 介護支援専門員や医師等の理解不足や区分支給限度基準額の存在などの影響から、他の介護サー
ビスが優先され、必要なリハビリテーションが十分に提供されていない。   |‐

・ 通所リハビリテーションについては、通所介護と提供されるサービ不の内容に大差がなく、目標を設定
した上での計画的なリハビリテーションが提供されていない。

・「維持期リハビリテーション」という言葉を「生活期リハビリテーション」に改めて、自己能力を活用し、在
宅生活を自立して過ごせるようにするためのサービスであることを広く国民に徹底する。

O日 本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会
=医療保険と介護保険の併用禁止があるために、回復期リハ終了後、維持期リハでの機能回復維持

が継続できにくい状況である。(平成20年 12月 )

日入院から在宅生活まで切れ目のないリハビリテーションの実施を図るため、また可能な限りの質の高
い在宅生活を実現するために、医師の指示に基づく訪間リハビリテーションの体制拡充が急務である
ことから、単独型の訪問リハビリステーションの設置を認めていただきたい。(平成20年9月 )
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‐|||  | |■  1   論点|■|■ ||‐ ||■ |■ |‐

O在 宅中重度要介護者の増加や在宅看取りを推進するため、訪間看

護の提供量の確保が重要であり、サービス必要量の見込みを勘案

し、地域ごとに必要な看護師確保することが必要ではないか。

O訪 間看護ステーシヨンは、経営安定化・効率化のため、大規模化を

図る必要があるのではないか。

O訪 間看護と介護の連携を進めるべきではないか。

O中 重度者に対する、宿泊サービスの提供について検討してはどう

か 。

O訪 間リハビリテーシヨンは十分に提供されているか。また、適切に通

所リハビリテーシヨンを提供するためには、通所介護と通所リハビリ

テーションの再編を図る必要があるのではないか。
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2.要支援者等に対する生活援助等の

サ下ビスの在り方

・ 予防給付・介護予防事業の効果と課題
・ 要介護度別の訪間介護 (身体介護・生活援助)の利用状況
・ 要支援者に対する給付の状況

・ 市町村における取組 (要支援者等に対する総合的なサービス)

・ これまでの主な指摘事項

・ 論点
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予防給付及び介護予防事業の導入経緯

○ 軽度の認定者 (要支援・要介護 1)の大幅な増加。

○ 介護保険制度における廃用症候群※対策の重要性の高まり。

要介護度別認定者数の推移
要介護度用の原因疾患

|   ■軽度 (要支援～要介護 1)

|   ヽ中重度 (要介護2～要介護5)

全体
99%増

重度者
64%増

中重度

軽度

H12ff Hr4+ H16+
4FlX 4EX 4Fl*

H27年  H37年  H47年

←一―推計 ―一→
年

末

・８

月

Ｈ

４

0廃 用症候群が軽度者の46%を占めている

O特 に廃用症候群は加齢による機能低下で、

高齢者に多い。定期的な運動などによる予防の

○

　

○

介護保険開始から、認定者が著しく増加

特に、軽度認定者の増加|ょ顕著

(※ :不活発な生活を原因として生じる全身の心身機能低下。筋力低下、骨がもろくなる、関節が固くなる、知的活動低下などの症状 )

―

―

一

―

― 一

蝸



予防給付の効果について

○ 予防給付導入前 (平成16年 1月～12月 )と導入後 (平成
‐
19年 1月γ12月 )の 83市

町村における利用者 1,○ Oo人を対象として、対象者の下年FB5の状態やサービス提供に
係る費用等を分析した。

○ その結果、予防給付の導入により、悪化者数の減少・費用の減少が認められたところで
あり、予防給付の導入は介護予防の推進に資するものと考えられる。

分析の結果
施策導入前 施策導入後

○ 悪化者数について

要支援
1,000人

要支援 J

l,000人

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ¨― … … … … … …… … ‐ ― ― … … … … … …… … … … … … … … …… … … … … ― ― ― ―― ― ― ―L_____― ― ― ― ― ― ‐ ― ― ― ― ― ― … …… … …… … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … …… ― ●

○ 費用について (一人当たり年額)

要支援   490,582円 要支援 1 424,351円

維持改善者数が
155人増加

※ 平成17年介護保険法改正 (平成 18年4月 1日施行)により、要介護状態区分を変更し、「要支援」を「要支援 1」 とした。     47



(参考)介護予防事業の効果について

例 1

人口:108,223人 、高齢者数:26,954人、高齢者率:248%

予防事業の取り組み参加者において、介護保険給付費の抑制

傾向がみられた。

要介護 1日 要支援1・ 要支援2の者1人あたりの介護保険給付額
(円 )15,。

0

40000

35′000

30′000

25,000

20,000

15,000

10p00

子 へ
いヽ′ ′ 綸 ′ド ゛ ′′゛′′

例2
人口:26,842人、高齢者数:8,603人、高齢者率 :32.1%

予防事業の取り組み参加者において、医療費・介護給付費の

抑制がみられた。(年間1人あたり142,728円 )

(円 )50′ 000

40,000

30′ 000

20′000

10,000

1人あたり調整済み平均総費用 (医療費+介護費用 )

例3
人口:45,378人、高齢者数:10,351人、高齢者率:22.8%

予防事業の取り組み参加者において、医療費の抑制がみられ

た。(年間1人あたり78,246円 )

平成20年度一人当たり年間医療費 (市国保

元気づくり体験事業参加者 2t3,272H (sea€ )

元気づくり体験事業参加者以外 zgt,stgFl Q,ssaa)

例4
人口:74,204人、高齢者数 :9943人、高齢者率:134%

全国に先駆けて介護予防に取り組んできたAttB市では要介護

認定率が抑制されている。

18%

■6%

■4%

■2%

■0%

8・/●
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予防給付・介護予防事業の課題① ～地域差～

○  「予防給付の導入によって、要支援102の受給者について、要介護2以上への悪化を防止できた
害」合 (悪化予防割合)」 を推計すると、83市町村平均では、悪化予防害」合は3.6%程度だった。

0 83市町村を上位 。中位・下位の3区分に等分して悪化予防害」含を分析するとt上位では下位よりも
5。8%程度高<なっている。

○ このように、予防給付の効果はt地域の取組によって大きな差異があり、地域における取組が重要
であることを示唆していると考えられる。

要
介
護
２
以
上
認
定
者
数

介護予防を実施しない場合
0.00/o

5。8%
/

下位 1/3

中位 1/3

上位 1/3

▲ 0。6%

A3160/o

▲ 6.4%

2119 20 22 23 24 25 26
年度
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予防給付・介護予防事業の課題② ～インフォーマルサービス～

○ 介護予防サービス (予防給付)の実施の際に地l或 との連携をすすめてしヽ<ための課題として、「見守りや介護予防等を支援す

る様夜なインフオーマルサービスの提供体制が不十分」、「インフォーマルサービスの提供主体等との間で、不」用者の情報共有

が難しい」など、地域での介護予防の受け皿に課題があるとする地上或包括支援センターが多かつた。

○ また、実際、これまでの介護予防事業では、事業費の大半が特定高齢者の把握等に振り向けられ、サービスの提供が十分に行

われてこなかつたと指摘されている。

○ 介護予防を推進してい<ためには、要支援状態等から改善した際に、インフォーマルサービスなど生活を支援するためのサー

ビスが整備されている必要があるが、現状では、そうしたサービスが十分に整備されていない。

介護予防サービスの実施に当たつて、地域との連携を進めていくための課題IN=49)【複数回答】

o°/。         25%         50%         75%

高齢者の見守りや介護予防等を支援する様々なインフオーマル

サービスの提供主体があるが、体制が不十分 (提供サービスの

量が少ない、ネットワークができていない等)で連携できない

53.1%

地域にあるインフォニマルサ=ビス等の内容が

わかりにくい。情報が少ない

プランに位置づけるには地域にある

インフォーマルサービスの質に不安がある

t 36.7%

I zz;u"

地域にあるインフォーマルサービスの提供主体等との間で、

利用者の情報共有が難しい(個人情報の扱い等 )
Eoo.t /。

利用の調整が難しかつたり、新規利用者を

受け入れないインフオーマルサービスなどが多い

地域のインフォーマルサービスの内容を調べたり、

連携を進めるための時間が取れない

その他

為義麗垣讀認贅雹茫菖残鱚 室長鎌灘 』稲 無回答
健健康増進等事業)

圏
16.

38.

12.2%

4.1%

平成21年度介護予防特定

高齢者施策所要額

(交付決定ベース)の内訳

19億円
4%

6億円

檬特定高齢者把握事業

1通所型介護予防事業

騒訪問型介護予防事業

介護予防特定高齢者施策評価事業

%１

１

資



要介護度別の訪間介護 (身体介護。生活援助)の利用状況① ～サ■ビス利用回数～
○ サービス利用回数に着目すると、軽度者ほど生活援助を利用している害」含が高い。
○ 要支援者に対して提供されている訪問介護サービスのほとんどは、生活援助であると考えられる8

[1==「
=:七

: 身体介護中心型 躙莉躙l:身体介護中心型十生活援助中心型 1躙隋翻J_隻質量叩中心型 |

〈回数/月 )

40

35

30

25

20

15

10

5

0

lヶ 月あたりの要介護度別口類型別利用者一人当たり
利用回数 (平成22年 3月 サービス分(4月 審査分))

要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

lヶ月あたりの要介護度別利用者す人当たり利用回数の構成比
～lヶ月当たりの訪問介護利用回数の合計を100%とした場合～

要介護 1 要介護2  要介護3  要介護4 要介護5

(%)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(平成22年 3月 サニビス分 (4月 審査分))

【参考】平成18年 3月 サービス分(4月 審査分)のデータ (要支援者向け訪間介護が包括報酬化される直前のデータ)

４

３

３

２

２

１

１

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00/0

1ケ月あたりの要倉護度Xll利用者一人当たり利用回数の構成比
～lヶ月当たりの訪問介護利用回数の合計を100%とした場合～

399

要支援    要介護¬    要介護2

〈回数/月 )

1月 あたりの要介護度別・サービス類型別利用者一人当たり利用回数

(資料出所)厚生労働省「介護給付費実態調査」

要介護5
要支援 要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4



要介護度別の訪間介護 (身体介護 0生活援助)の利用状況② ～サービス提供時間～

○

○

サービス提供時間に着目すると、軽度者ほど生活援助を利用している割合が高い。

要支援者に対して提供されている訪間介護サービスのほとんどは、生活援助であると考えられる。

(分/月 )

1600

1400

1200

1000

|■=型 _1_肇食翌害■裂

lヶ 月あたりの要介護度別“類型別利用者一人当たり

利用時間(平成22年3月サービス分(4月 審査分))

1酬 |::生活援助中心型 |

lヶ月あたりの要介護度別利用者一人当たり利用時間の構成比

～lヶ月あたりの訪問介護提供時間の合計を100%ととした場合～

663
50.5

27.7

要介護1  要介護2  要介護3 要介護4 要介護5

(%)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

400/O

30%

20%

10%

0%

０

　

　

０

　

　

０

　

　

０

　

　

０

０

　

　

０

　

　

０

　

　

０

８

６

４

２

(平成22年 3月 サービス分 (4月 審査分 )

要介護5
要介護1   要介護2   要介護3   要介護4

【参考】平成18年 3月 サービス分(4月 審査分)のデータ

〈分/月 )   lヶ
月あたりの要介護度別・類型別利用者一人当たり利用時間

(要支援者向け訪間介護が包括報酬化される直前のデータ)

lヶ 月あたりの要介護度別利用者一人当たり利用時間の構成比

～lヶ月当たりの訪問介護提供時間の合計を100%と とした場合～

その中で請求される「身体介護」の時間と「生活援助」の時間を分離し、それぞれの時

(資料出所)厚生労働省「介護給付費実態調査」

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0

100%

80%

600/0

40%

20%

0%

※ 介護給付費実態調査での介護報酬請求上の時間で分類し、集計 。そのうち「身体十生活」での請求は、集計上、

間で分類した上で「身体介護中心型」、「生活援助中心型」に力0え る形とした。

※ 各B寺間区分における中間値を時間として使い、回数をかけて、利用8寺間を計算。

要介護5 要介護5
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要介護度別の訪間介護 (身体介護・生活援助)の利用‐状況③ ん行為局J～
○ 要支援者に対する訪Fo5介護サービスのほとんどは生活援助であり、要倉護 1・ 要介護2の場合でもt身体介護よりも生活援

助を実施している時間の方が長<なつている。
○ 軽度者については、掃除を行つている3寺間の害」合が大きい。また、要支援者から要介護3‐の者までについては、調理 `配下

膳を行つている時間の害」合が高い傾向にある。

要介護度別 :行為別の介護時間 (身体介護甲生活援助)の構成比

要支援 1

(n=5)
要支援 2
(n=13)

要介護 1

(n=23)
要介護 2
(n==49)

要介護 3
(n==34)

要介護 4
(n==30)

要介護 5
(n=25)

身 本介護 0.0% 1417% 39.4% 42.3% 55.2% 77.1% 91.1%
食 事介助 0.0% 0。 7% 7.3% 5.1% 3.2% 1114% 16.8%
排 泄介助 0.0% 0.3% 2.1% 2.1% 9.4% 17.7% 20.7%
清拭日入浴、身体整容 0.0% 8`9% 23.3% 25.7% 25.5% 27.5% 35.4%
体位 変換 、移 動 口移乗介 助 、外 出介助 0.0% 4.7% 5.0% 4.8% 6.7% 12.0% 11.6%
起床及び就寝介助 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 1.4% 1.7%
月艮薬介助 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 1.2% 3.1% 2.9%
自立生活支援 のための見守 り的援助 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 8.6% 0.0% 0.0%
そ の他 0.0% 011% 0:1% 0_5% 0.2% 3.9% 2.0%

生 舌援助 100.010/01 851.3% 60 60/n 157117%| 4418% ,,0% 18:9%

掃 除   ‐ |■_■ ||■ ■ ■ ■■ 1 |‐ 14‐6:″|%| 59 9% 23110/n 1 6in%| 』||13.2% 5'5% 1.3%
洗濯   ■■■ |■ |‐ | 817.% 515% 3:6% 111118% 619% 1415‐% 11.0%

ベッドメイク■|‐■|||||11 10お―% 018% 018% 2:5% 214% lЮ% 115%
衣類の整理 1被服輔 1修 101:01% 010% 0.0% 1‐1■% ●01‐ 71% 16110/0 010%

=般的な調理
=酉

己下』善 814150/n 11,0/n 2311‐ 0/。 ■7‐ 9% ,11 ■0/n
1‐ 112% 4.7%

買い物・薬の受け取り■■| 116151% 7:6% 16131% |■4:5‐ %‐

“

わ% 1010%

その他 |  ■11■ |‐ |‐ ■ l ■3150/0 114‐% 2=13% 21111% 019% 0,0/0 ■
.Ot4%

(注 )nはサンプル数を表す。                                                               53
(資料)株式会社三菱総合研究所「訪問介護の実態及び効率的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業 報告書」(平成19年度厚生労働省老人保健健康増進等事

業)に基づき作成。



身体介護・生活援助 時間別請求回数の割合

〇

〇

身体介護よりも生活援助の方がサービス提供時間が長<なつている。

身体介護は7害」強が30分未満となつているが、生活援助は7割強が30分以上となつている。

1F+Ffi3o/trjt 0.2
～2時間  1.1%

¬時間以上  4.2
～1時間30分

30
-1

※ 介護給付費実態調査での介護報酬‖請求上の時間で分類し、集計 。そのうち

護」の時間と「生活援助」の時間を分離し、それぞれの0寺間で劣類した上で

ため、「30分未満の生活援助」が計上されている。)。

(資料出所)厚生労働省「介護給付費実態調査 (平成22年 4月審査分)」

生活援助

「身体+生活」での請求は、集計上、その中で請求される「身体介

「身体介護中心型」、「生活援助中心型」に加える形とした。 (その

2時間以上
～2時間30分

身体介護

2時間30分以上

～3時間 o.2%
3時間以上～

0.1%

1‐噸 |1以上|～
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身体介護・生活援助 時間別請求回数の割合

生活援助については、
る傾向にある。

軽度者ほどサービス提供時間が長<なり、重度者ほどサービス提供時間が短<な

身体介護
雛30分未満 轟30分以上～1時間未満 Ⅲl時間以上～

生活援助

要介護 1 要介護 1

要介護2 要介護2

要介護3 要介護3

要介護4 要介護4

要介護5 要介護5

600/0     80%     100% 80%      100%

※ 介護給付費実態調査での介護報allll請求上の時間で分類 し、集計 。そのうち
護」の時間と「生活援助」の時間を分離し、それぞれの時間で分類した上で
ため、「30分未満の生活援助」が計上されている。)

(資料出所)厚生労働省「介護給付費実態調査 (平成22年 4月審査分)」

懸30分未満 繭30分以上～1時間未満 艘1時間以上～

「身体十生活」での請求は、集計上、その中で請求される「身体介
「身体介護中lい型」、「生活援助中心型」に加える形とした。.(その
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生活援助と介護保険外サービスの費用面での比較

例えば、品川区では、訪Po3介護の生活援助 (調理)の費用は、保険タトの配食サービスに要

する費用にLヒベて、高<なつている。

○品川区における配食サービスに要する費用額

在宅生活を支え、できるだけ自宅での生活が続けられるよう、

学校給食等の配食サービスを実施している。(昼食ロタ食ともに週2回 )

※学校給食の費用(行政負担)については、給食事業者への委託費等が児童向けの

ものと合算されているため、算出は困難。

<夕食>

○訪間介護サービスに要する費用額

(品川区の場合 )

介護保険の訪間介護の生活援助において、調理

サービスを提供している。

(要支援者の場合)

3,409円 (1回当たり)

※週1回程度の介護予防訪間介護が必

要とされた者に対して、月に4回介護予

防訪問介護を行い、調理サービスを提

供した場合 (13′ 636円 /月 (1′ 234単位))

※材料費は別途必要。

<昼食>

サービス内容
費用

  |ぅち利用者負担 |うち行政負担(1食当たり)|ぅち利圧

学校給食
争

50円十(1 350円 α (※ )

ボランテイア給食 850円 350円 500円

在宅サービス

センター給食 t900円 ノ
600円 300円

サービス内容 H轟 り
|うち利用者皇翌|⊇奎⊆菫皇翌

地域商店の配達 900円 450円   1  450円

※費用には材料費、配達費等を含む
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要支援者数・要支援者向け介護費

サービスを受給している要支援者は約80万人、要支援者向け介護費の合計額は約4,OOO億円となつている。

受給者数 <要介護度別口平成21年度平均・人> 介護費用額 <要介護度別・平成21年度・百万円>

449′ 743

1′ 637′ 706
829′855

562′ 129 ■要支援 1
■要支援 1

■要支援2
甲要介護 1

口要介護2
日要介護3
日要介護4
爾要介護5

1′ 278′ 729
668′ 624

681′842
1′ 740′691

752′001
1′ 679′824

万 円 40

30

20

10

0

「 要支援 1 要支援2 要介護 1 要介護2

日要支援2
日要介護 1

■要介護2
日要介護3
日要介護4
艤要介護5

1人あたり介護費 (平均月額)<要介護度別・平成21年度>

3013

20.5

"10.3
14.2

―2.9             ⊃・U

一
    " 目 ‐

資料出所 :国 民健康保険中央会「受給者の状況〈平成21年度平均〉」、「介護費の状況〈平成21年度〉」

要介護3 要介護4 要介護5 57



平成18年度以降で見ると、受給者数である要支援者数の方が、受給者である要介護者数よりも伸びが大き

<、 要支援者に関する費用額の方が、要介護者に関する費用額よりも伸びが大きい。このことから、要支援向け

給付の伸びが大きいことが分かる。

要支援・要介護別の受給者数数の経年比較 要支援日要介護男1の費用額の経年比較

1.25

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

0,95

0,90

1.50

1.40

1.30

1.20

1.10

1.00

0,90

H18年度   H19年 度   H20年 度   H21年 度

― 受給者である要支援者数 ―●―受給者である要介護者数

瀾)暑

磐言∬を重露蔭署豪諾:F父二訥2由
時3月サービス分幹月審査分の受

1した場合の、各年3月 サービス分 (4月 審査

分)における伸び率を表示している。なお、受給者である要支援者数には、経過的要

介護者も含めている。

注2)受給者である要介護者数については、平成19年 3月 サービス分(4月 審査分)の 受

給者である要介護者数288.6万 人=1,00と した場合の、各年3月 サービス分 (4月 審査

分)における伸び率を表示している。なお、受給者である要介護者数には、経過的要

介護者は含めていない。

資料出所 :厚生労働省「介護給付費実態調査」

H18年 度 H19年 度   H20年 度 H2¬ 年度

― 要支援者向けの費用額   →卜要介護者向けの費用額

爾  乱曽
注の
言f画木貪撃誌舅髪饒;贔嘲蜃轟翼鰤58

めていない。



埼玉県不□光市における予防ヘルプサ■ビス費助成ヽ
事業

埼玉県和光市では、要介護者日要支援者・介護予防事業対象者に対して、生活援助サTビスロ予防サービスを一体的に提供する
ための「予防ヘルプサニビス費助成事業」(介護予防事業対象者分については、地域支援事業の任意事業で実施)を展開している。

※1 生活援助サニビス:日 常生活における掃
除、洗濯、調理、買物その他の家事

※2予防サニビス:運動器機能、口腔機能その
他生活機能の低下の予防支援

※3予防ヘルプサービス費
以下の表の通り算定。ただし、26′ 100円が上限。

自立支援に向けた
ケアマネジメント

予防ヘルプサービス費 (

の9割を支払う

指定基準
に貝1つて

指定  ‐

※ 状態が改善し、非該当になった場合でも、必要な生活援助サービスが受けられるよ
う、NPOによる家事援助サービス等 (全額利用者負担)の普及等を図つている。

日中 夜間・早朝

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

30分～ 1時間 2,2OAn 2,760n

1時間～1時間30分 3′ 080円 3,860H

1時間30分
～

2時間 3,960円 4,950H

2時間～2時‐間30分 4′840円 6,050Fl

2時間30分～3時間 5′720円 7′ 160円

予
防
サ
ー
ビ
ス

～30分 2′ 450円 3,0508

30分～1時間 4′260円 5,330円

1時間～1時間30分 6′ 190円 7′ 730円

1時間30分～2時間 フ,070円 8,840F弓

2時間～2時間30分 フ′950円 9′940円

2時間30分 ～3時間 9′ 360円 11,030H



(財)武蔵野市福祉公社による有償在宅福祉サービス

東京都武蔵野市では、財団法人武蔵野市福祉公社による有償在宅福祉サービスがあり、要介護者口要支援者・要介護認定非該当

者が、一定の負担を行うことにより、家事援助・緊急時対応等についての介護保険外サニビスを受けられる体制が整備されている。

1.対象者 次の要件を満たす者

①市内居住   ②おおむね65歳以上又は中度以上の障害のある者(要介護者日要支援者口非言亥当の者のいずれでも可)

③利用料金の支払いが可能である者  ④武蔵野市福祉公社と家事援助等給付契約を締結した者

2.サービス・利用料

①基本サービス(必ず利用するサービス) →  利用料 :月 額 1万円

3.実績
・ 利用者数 267人 (221世 帯)平成22年 7月 31日 現在

・ 予算 (平成22年度事業計画):約 1億 2′ 000万円

※ 武蔵野市は、武蔵野市福祉公社の基本財産(4億 1′ 599万 円)を出資しており、基本財産の運用収入も、武蔵野市福祉公社の収入源となつている。

平成22年度の武蔵野市から武蔵野市福祉公社への補助金(総額)68′ 671′ 000円 ‐                        60

|‐,内1蓉|

一一一一一一「、
．̈一．・・一

一却

一一
一．一一一．一．

市の公的サービスの他、介護保険の利用や社会資源の紹介、家族との連携、専門機関への橋渡し等情

報の提供と生活設計の援助など

主治医や医療保健機関との連絡・健康相談・医療コーデイネーター的活動など健康生活の支援

夜間、休日等め緊急時の可能な限りの対応

②個別サービス(利用者の選択により受けることが可能なサービス)



品川区における介護保険外サすビス
東京都品川区では、要介護者日要支援者日要介護認定非該当者に対する配食サービスニ家事援助サ■ビス・見守

｀
リサービスが介

護保険外サービスを受けられる体制が整備されている。

1.配食サービス

昼
食

①学校給食 :区内の小学校で調理した、あたたかい学校給食をボラ
ンティアが届ける(火・木曜日)。

→ 利用者負担:1食につき350円

②ボランティア給食:ボランティアの自宅で調理した食事を届ける。
→ 利用者負担:1食につき350円

③在宅サービスセンター:センターで調理した食事を届ける。
→ 利用者負担11食につき600円

夕

食
地域の商店から、弁当を届ける(火・木曜日)

→ Tll用者負担11食につき450円

在宅の虚弱な高齢者、介護が必要な高齢者 (要介護者・要支援者・要介護
認定非該当者のいずれでも可 )

422人

18′ 570′ 757円 (①、②は=般財源、③は介護保険め地域支援事業)

3.にこにこ訪問 (事L酸菌飲料の配達)γ見守リサービス

内容
安否確認と孤独感解消のため、毎日乳酸菌飲料を配達
する(日 曜・休日を除く)

利用

対象者

70歳以上の一人暮らしの者で、他に安否確認のサービス
を利用していない者(要介護者・要支援者・要介護認定非
該当者のいずれでも可)

利用者負担 なし

実績 2,444^

実施主体 社会福祉協議会

行政負担 2′ 041,472円 (品川区からの補助金)

2.ホ‐ムヘルバ‐(訪1問介護員)の派遣

介護予防の視点から、ホームヘルパーを
派遣し、家事援助(掃除・洗濯・調理口買い
物)を行う。【週1回又は週2回程度】

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又
は高齢者のみの世帯で、日常生活を営むの
に支障がある方 (要介護認定非該当者が利
用対‐象者となり得る)

週1回程度 :月 1′ 200円
週2日程度 :月 2,50o円

品川区

21′ 284′820円 (‐般財源 )

4.徘徊探知機利用料助成  ～見守リサニビス

内‐容 cPS端末機を利用して徘徊高齢者の居場所を探し出すシス
テムの費用のT部を助成する。

利1用 |

対象者

区内に在住するおおむね65歳以上の徘徊高齢者と介護する
家族(要1介護者・要支援者:要介護認定非該当童のいずれ
でも可)

禾1用者負担 月500円 、探索等別途費用あり |

実績 15人 (うち、要介1護者:15人 )

行政負担 44′ 100円 (=般財源。初期費用のみ)
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①閣議決定等

0新 成長戦略 (平成22年6月 18日 閣議決定)

「成長戦略実行計画 (工程表)」「Ⅱ 健康大国戦略」

・ 公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの利用促進策 (地域における提供促進体制の

構築強化を含む。)の検討・実施 【2010年度・2011年度に実施すべき事項】

②研究会・団体等からの指摘事項

き墓 醜 曇 1%電尽鷹働 ξ
菖鮮 僣 誕鯉 製堪翫E131査 3愛懇   |:翌製享皇

0地 域包括ケア研究会報告書(平成22年 3月 )

・ 2025年 には要介護リスクの高い75歳以上人口が倍増することでt第一号被保険者に占める認定者の割合も急増するため、現行の給付水準を維持

ついて優先順位を考えることが不可避であるとの考えから、要支援 1・ 2ま

貼ま鍋築ξ墜製賓4淵財ぎ   貿覺生為
ついては、生活支援サービスが在宅生活の継続に不可欠なものであり、特

合付から外すべきではないとの意見もあつた。(以下、略)

O高 齢社会をよくする女性の会「こうすればよくなる介護保険」(平成22年4月 26日 )

・ 生活援助は介護保険から外してはならない。

02009年度社会保障改革委員会提言(平成22年6月 経済同友会)・
卜鶉蟄    荀   祗鮨鐵 橿昨  ※

号鶴L軌   鵬麓鷲百ズ蒼f尉
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○ 前回改正において、要支援者に対する予防給付及び特定高齢者対策とし
ての介護予防事業が創設されたが、これらをどう評価するから

○ 軽度者について、生活機能向上に資する生活支援への二ニズを―どう考え
るのか。また、軽度者への支援について、介護保険給付、地域支援事業、介
護保険外サ

=ビ
スの役割をどう考えるのか6       1

0要 支援者等の軽度者へのサービスについてはt現行どおり保険給付として
充実すべきとの指摘がある■方、制度の持続可能性確保の観点から保険給
付は重度者に特化すべきとの指摘があることについてtどう考えるか。

○ 見守り日配食サービス、生きがい推進サービス等の要支援者t介護予防事
業対象者向けの総合的なサービスを検討すべきではないか。またt保険者
の判断により様々な生活支援サニビスを提供できるような枠組みが考えられ
ないか。(イメージは別紙参照。)
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軽1度‐者に対する予防■生活支援のための1総合的な|サ■ビスのイ|メ|■ジ .(男
1紙 )

○ 保険者の判断により、地域支援事業を活用して、見守り洒己食サービス等も含めた、要支援者・介護予防事業対象

者向けの予防・生活支援のための総合的なサービスを実施できるようにする。

○ これにより、財源の効率的な活用を図りつつ、状態像に応じて、軽度者の生活を支えるための総合的なサービス提

供が可能になる。

″合的なプービス創設後

※ 保険者の判断により実施可能なこととする。

見守り・配食
サービス等

予防サービス

(家事援助・機能
訓練等 )

見守り日配食
サービス等

要
支
援
者

1喬     色

| 
※サ

5感A量
は

ヽ
… … … … …

 … …

f「■界義予酷筆桑「1lf口I百F丁
=5tア

l

ヽ

l

l

l

l

′

介
護
予
防
事
業

対
象
者

°
ぜ輩殖ほ謝経驚:訂11導著記麿戻鍵魯電まなRケ

生`活

?∫庁藍露鳶、癬 謂嵐驚ξ猷賃権塁曇 象
ら改善すると、サービスが減少してしまうため)。

○ 状態像にあわせ、見守り日配食等も含めて、生活を支えるため

の総合的なサービス提供が可能。

現状

予防サービス

(家事援助・機能
訓練等 )

予防給付
【介護保険給付】

介
護
予
防
事
業

対
象
者
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3.地域支援事業の在り方

・ 介護予防事業の見直し

・ 地域包括支援センターの現状と課題

・ 地域包括支援センターを巡るこれまでの主な議論

・ 地域包括支援センターの機能強化に当たっての論点
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地域支援事業の内容

要支援 日要介護状態となる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメン ト機能を強化す

る観点から、市町村において「地域支援事業」を実施。

重度化防止      重度化防止

地域支援事業の事業内容

(1)介護予防事業
ア 2次予防事業

2次予防事業の対象者に対する事業

地域支援事業の事業費

市町村は、介護保険事業計画に定める地域支援事業の内容、事業

費を定める (政令で介護給付費に上限 (介護給付費に対する害1合 )

を規定)。

平成18年度 平成19年度 平成20年度

地域支援事業 20%以 内 2.3%以 内 30%以 内

介護予防事業 1 5%以内 15%以 内 20%以 内

包括的支援事業

+任意事業

1 5%以内 1 5%以内 20%以 内

地域支援事業の財源構成

鮮 誹 之 躍 予
IEE芋費用

釈
創
な∽ 星喬 蟹葛ぎ≧延7籟婁ξ

介護予防事業

【財源構成】

○ 費用負担割合は、居

宅給付費の財源構成
と同 じ。

包括的支援事業・任意事業

【財源構成】

○ 費用負担割合は、第 2号 |よ 負担せ 66
ず、その分を公費で賄う。 (公費負担

害1合 は、居宅給付費と同様に、国 :都

道府県 :市町村=211:1)

・ 訪問型介護予防事業 同様に、国 :都道府県 :市 町村=2:1:1)
・ 介護予防特定高齢者施策評価事業

イ 1次予防事業

各市町村における全ての第 1号被保険者を対象とする事業

・ 介護予防普及啓発事業
・ 地域介護予防活動支援事業 (ボ ランテイア等の人材育成、地域

活動組織の育成 ・支援 等)

・ 1次予防事業評価事業

(2)包括的支援事業

ア 介護予防ケアマネジメント業務

イ 総合相談支援業務 (地域の高齢者の実態把握、介護以外の

生活支援サービスとの調整等)

ウ 権利擁護業務 (虐待の防止、虐待の早期発見等 )

工 包括的・継続的マネジメント支援業務 (支援困難事例に

関するケアマネジャーヘの助言等)

(3)任意事業

介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等



介護予防事業の概要
○ 要介護状態等ではない、高齢者に対して、予防又は要介護状態の軽減若し<は悪化の
防止のために必要な事業として、市町村が実施。

○ 事業は、要介護状態等となるおそねのある高齢者とその他に分類してサ■ビスを提供
している。

○ 平成22年度予算額 176億 円 (国費べTス)      .   _ `



○

○

○

ハイリスク者の把握が不十分、健診に要する費用負担大。

ケアプランに係る業務負担大、地域包括支援センターの本来業務が不十分。

魅力あるプログラムの不足、事業の参加率が低い。

高齢者人口に

対する割合
100%

介護予防事業の課題

8´Y12%

介護予防事業

対象者
高齢者

対する書1合囃

介護予防事業(176億 円(国費))の うち、約50%が把握に要する費用

地域包括支援センターの約4o%がケアプランに係る業務

※
地
域

ア
プ
一

実
施

２
）

施策参加者

釧 ′|

′
ヽ

′

刈
　
　
滲

68



介護予防事業の見直しについて

課題

ハイリスク者の把握が不十分

健診による把握に要する費用負担大

ケアプランに係る業務負担大

地域包括支援センターの本来業務が不

十分

※本夕θ〃α豹り で万どιを1実″

内容

介護予防事業については、例えば、対象者の選定方法を
健診に代えて高齢者の二―ズを把握するための調査を活
用する方法に見直す、事業内容をより高齢者の■―ズに
合ったものに見直すなど、事業の効率化、充実を図ること
とする。

介護予防事業におけるケアプランについては、必要と認めら

い場合には施策前 :施策後に事業実施担当者と1青報共有‐
することにより替えることができることとするなど、事業の効率
化を図ることとする。

‐
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地域包括支援センターの業務

1鮮珊柱包括的支援事業(地域支援事業の一部) :‖111:介護予防支援 (保険給付の対象 )
1

t

住民の各種相談を幅広<受け付けて

制度横断的な支援を実施

多面的 (制度横断的)支援

の展開
′′ 行政機関、保健所、医度 、ヽ

機関、児童相談所など  
｀
ヽ
、

必要なサービスにつなぐ  ｀
、

「研護サービス_Jlボランティア〕

ヘルスサービス 成年後見制度

l 地域権禾」擁護 ll 民生委員 〕

医療サービス [ 虐待防止 〕
〔介:隻本目談員 l

※ なお、本年8月 6日 より、介護予防事業における

ケアプランについては、必要と認められる場合に作

成できるものとし、ケアプラン作成の必要がない場

合には施策前・施策後に事業実施担当者と情報共有

することにより替えることができることとされた。

ケアマネジやヽ 会の日常的個局」

握涯占禦肇例等への指事助`言ヽ
地域でのケアマネジャーのネッ

トワークの構築
要支援者に対するケアプラン作成

※ ケアマネ事業所への委託が可能

(ケアマネ1人当たり8件が限度)
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地域包括支援センターの設置状況

○ 地上或包括支援センターの設置数は約4,000カ所であり、全ての保険者に設置されている。
ランチ・サブセンターを合わせると設置数は約7,000カ所となる。 |

○ 地1或包括支援センターの設置主体は、直営が約3害」、委託が約7害」となつている。

また、ブ

◎地域包括支援センターの設置数

地域包括センター設置数 4056か 所

ブランチ設置数 2547か 所

サブセンター設置数 400か 所

センター・ブランチ・サブセ
ンター合計

7003カ 所

※地域包括支援センターは全ての保険者 (1,618保険者)

に設置されている。

※ ブランチ :住民の利便性を考慮し、地域の住民から
相談を受け付け、集約した上で、地1或

包括支援センターにつなぐための窓□

※サブセンター :地域包括支援センターの支所として、
地上或包括支援センターの一部を行うもの

◎地域包括支援センタTの設置主体

設置主体 箇所 害」含

直 営 1,279 31.5%

うち広域連合等の構成市町村 130 3:2%

委 託 2・729 67.3%

社会福祉法人(社協除<) 1,445 35.6%

社会福祉協議会 524 12.9%

医療法人 463 11.4%

社団法人 92′ 2.3%

財団法人 70 117%

株式会社等 64 116%

NPO法 人 23 〇.6%

その他 48 1.2%

無回笞 48 1.2%

計 4,056 100.〇%
出典 :厚生労働省調べ (平成21年 4月 現在 )

出典 :厚生労働省調べ (平成21年4月 現在 ) 71



地域包括支援センターにおける業務の実施1犬況

○ 地域包括支援センターにおいては、約4割の時間を介護予防関係業務 (介護予防ケアマネジメン ト

業務・介護予防支援関係業務等)の実施に充てていた。

○ なお、介護予防支援については、約 34%が 居宅介護支援事業所に委託されている。

※ なお、本年8月 6日より、介護予防事業におけるケアプランについては、必要と認められる場合に作成できるものとし、ケアプラ

ン作成の必要がない場合には施策前 。施策後に事業実施担当者と情報共有することにより替えることができることとされた。

地域包括支援センターにおける時間別業務実施割合 介護予防支援の実施状況

任意事業

研修 1

ケアマネジメント支援業務
8.3%

■■|■● り:口実』′lソJ

畔 眩 7ネ
締喋務

介護予防支援実施件数 744,347{牛

うち居宅介護支援事業所
への委託件数

255,108件

居宅介護支援事業所
への委託割合

34.30/c

指定介護予防支援業務に

従事する職員数
18,293人

職員一人あたりの介護予防支

援実施件数
26.7件

1センタ
「

|たりの介護予防支1  188.
援実施件数

うち センターが直接実施し
123.

た件数

護予1防

係業務

防支援関係業務

1.4%

介護予防

40:6%

総合相談ニ

13.0% 2.2%

資料出所 :株式会社三菱総合研究所「地域包括支援センター運営コストに関する調査研究事業報告書」

(平成22年 3月 )

出典 :厚生労働省調べ (平成21年 4月 現在 )
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輔
①閣議決定等
○ 新成長戦略(平成22年 6月 18日 閣議決定)

「成長戦略実行計画(工程表)」「Ⅱ 健康大国戦略」
・ 公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの利用促進策(地域における提供促
進体制の構築強化を含む。)の検討二実施   【2010年度口2011年度に実施すべき事項】

○ 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る臨時提案等に対する政府の対応
方針 (平成22年 6月 2日 =構造改革特別区域推進本部)       ―

別表3規制所管省庁において今後検討を進める規制改革事項等

【事項】地域包括支援センターにおける介護予防サービス計画(ケアプラン)作成業務の委託件数制限の撤廃
【検討の概要】介護予防全体の見直しを図る中で、地域包括支援センターにおける介護‐予防サTビス計画(ケアプラン)作成業

務の委託件数制限のあり方についても検討し、平成23年度中に結論を得る。 (社会保障審議会における議論
が必要)

【実施時期】平成23年度中に結論

②研究会・団体等からの指摘事項
○ 地域包括ケア研究会報告書(平成22年3月 )   .

ヨ 医療との連携など関係機関が広範囲にわたり、個々の介護支援専門員による

鯉ニ
マ

`ジ
1鋭翼3磐出来ないケースについては、介護サニビス担当者、医療関係者、本人、家族、民

等を通じて、管轄の地域包括支援センターが総合的な支援を行うことの意義は大きい:このため、1関係機関を緒集しそ地域
ケア会議を開催するなど、地域包括支援センターが包括的なケアマネジメントを行えるよう、地域包括支援センタニの権限の
明確化を図るべきである。

・ 一方、上記に述べた地域包括支援センターの本来的機能を十分発揮できるよう、特定高齢者や要支援者に対するヶアプ
ラン作成業務は、地域の実情に応じて柔軟に業務委託できるようにすべきである。

・ 地域包括支援センターがその機能を十分に発揮するため、責任主体である市町村(保険者)が運営方針を明確化すべき73

である。



る新

地域包括支援センターが、包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 (ケアマネ支援等)や総合相談

支援業務を円滑に実施していくためには、地域の

諸機関との間でネットワークを構築してし`くことが

必要である。しかしながら、現在の地域包括支援

センタ=は、こうしたネットワークを構築できていな

い場合が多いのではないか。

:センタニの機能強

`ヒ

ーに当|た 0て|の論点地域包‐括1支援

委託型の地域包括支援センターが多いが、保険

者が委託型のセンターに業務を丸投げしている場

合があるのではないか。委託型の場合でも、保険

者がきちんと関与していくことが必要ではないか。

地域包括支援センターは、介護予防関係業務に

忙殺されていて、総合相談支援業務や包括的・継

続的ケアマネジメント支援業務等の本来業務を十

分に実施できていないのではないか。介護予防関

係の業務負担を軽減すべきではないか。

筋 の加 ″倒

地域包括支援センターが、医療機関、イン

フォーマルケア等も含めた地域のネット

ウークを円滑に構築できるよう、環境整備

をイ予う。

委託型の地域包括支援センターの運営に当

たり、保険者が運営方針を明示することとす
る。

介護予防支援業務 (要支援者に対するケア

プラン作成)について、市町村・地域包括支

援センターの主体的判断に基づき、委託可

能とする。

※ なお、本年8月 6日 より、介護予防事業におけるケア

プランについては、必要と認められる場合に作成でき

るものとし、ケアプラン作成の必要がない場合には施

策前・施策後に事業実施担当者と情報共有することに

より替えることができることとされた。
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(参考)地域包括支援センターにおけるワンス トップサービスの提供

〇 富士宮市の地上或包括支援センターにおいては、高齢者に限らず、障害者や児童等支援を必要とする者からの相談を
受け付け、必要な資源を持つ機関とのコーディネートを行っている。       ―

○ 地1或包括支援センターの人員基準は満たした上で、独自に人員の上乗せをして対応を行っている。

権利擁護に係る
専Fl的な内容に
関して助言:支援
を行う。  |

支援を必要とする人
(高齢者由障害者・児童等 )

具体的な支援体制のマネージメントと、
定期的なモニタリングの実施

‐ ワンストップで相談受理(インテーク)

早
各関係機関との連絡調整会議

各行政機関・保健福祉機関・医療機関・フォーマル、インフォーマルな機関等、利用者の支援
に必要と思われる機関を召集し適宜開催する。(市の責任で召集する)
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輝言鯉1辱製F讐|
■ |■ ■ ■

|■
■ ■  

‐■ ■ ■ |■ ■ ‐ |■

権利擁護センター

必要に応じて連絡調整・支援体制構築

家庭児童
相談室 支援センター
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4口 家族介護者への支援の在り方
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況犬・
ｌ
■
■の者護

○ 要介護度が重いほど、家族介護者の介護時間は長<なつている。
○ 主な介護者の続柄は、同居の親族が中|い となっている。
○ 主な介護者が60歳以上である害」合は、年長、増加している。

同居している主な介護者の介護時間 (要介護者等の要介護度別)
要介護者等からみた主な介護者の続柄

麟ほとんど終日 麟半日程度

必要な時に手をかす程度 ■その他

■2～ 3時間程度
騨不言羊 その他

0,6%

総数

(平成16年 )

総数

(平成19年 )

要支援 1

要支援2

経過的要介護

要介護 1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

出典:平成19年度国民生活基礎調査

60歳以上の介護者の割合
(主な介護者が同居している.場合)|%)＜

０

８

６

４

２

０

８

６

６

５

５

５

５

５

４

４

0°/。         20%

出典 :国 民生活基礎調査
平成16年   平成19年

出典:国民生活基礎調査   77
平成7年 平成10年 平成13年



仕事と介護の両立促進のために必要な地域や社会による支援

○ 家族介護者である労働者等への調査によれば、仕事と介護の両立を促進するために必要である地域や社会による支

援として、「介護に関する情報の普及啓発」、「緊急時に対応できるシ∃―トステイの拡大」、「精神面での負担軽

減のための相談の充実」等を挙げる者が多い。

○ 介護サービスに関しては、緊急時に対応できるシ∃―トステイや、早朝や夜FB5に も対応できるデイサービス、状況

に応じてデイサービスからショートステイに柔軟に移行できるサービスなど、必要な時に柔軟に受けられる介護サー

ビスが必要であるという声が多い。
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仕事と介護の両立促進のために必要な地域や社会による支援 (複数回答)

資料出所 :平成21年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書 (みずほ情報総研、21年度厚生労働省委託事業 )



地域支援事業による家族支援
介護保険法上の地域支援事業による介護者の家族等への支援として、介護知識・技術習得等を内容と

した教室の開催、認矢□症高齢者に対する見守り体制の構築、介護者の家族等へのヘルスチェック等を

行つている。

○実施事業 ○家族介護支援事業の実施
保険者敬     ‐

1.家族介護支援事業     | ‐  ‐
 |‐

要介護者の1犬態の維持改善を目的とした知識 。技術
の習得等のための教室を開催          .

2.認矢□症高齢者見守り事業

認矢□症に対する広報・啓発活動、1徘徊高齢者を早期
発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関す
る矢□識のあるボランティア等による見守りのための訪
間等

3.家族介護継続支援事業

家族の身体的・精神的・経済的負担の軽‐減を目的と
した、要介護被保険者を現に介護

‐
する者に対するヘル

スケア、健康診断の実施や、介護用品
―
の支給t介護の

慰労のための金品の贈呈、介護者相互の交流会の開催

家族介護支援事業 911

認矢□症高齢者見守り事業 502

家族介護
継続支援

事業

ヘルスチェック、健
康相談

100

介護用品の支給 934

慰労金等の贈呈 647

交流会等の開催 618

出典 :平成22年度介護保険事務調査

※ 家族介護支援事業事業費 (平成20

年度):約 67億円 79
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1.家族介護支援事業
○ 要介護者の状態の維持改善を目的とした知

識・技術の習得等のための教室を開催

家族介護支援事業を実施している

保険者の割合

(n=1′260)

2.認知症高齢者見守り事業

○ 認知症に対する広報・啓発活動、徘徊高齢者

を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高

齢者に関する知識のあるボランテイア等による見

守りのための訪間等

認知症に関わる各種広報・啓発等を行つている保険者の割合

専用のホームページ

の作成 (n=1,256)

バンフレット等

の作成 (n・ 1′ 255)

説明会・教室等の

開催等 (nil,258)

徘徊高齢者の早期発見の

仕組みの構築・運用

(緊急通報・徘徊探索等 )

(n=1,256)

認知症に関する知識のある

ボランテイア等による見守り

のための訪問等

{n=1,259)

認知症高齢者見守り事業を行つている保険者の割合

o%          20%         40%         60%         80%

出典 :株式会社三菱総合研究所「地域支援事業の実施状況等に関する調査研究報告書」(平成20年度老人保健健康増進等事業 ) 80



地域支援事業による家族支援の現状②
3.家族介護継続支援事業
○ 家族の身体的,精神的日経済的負担の軽減を目的とした、要介護被保険者を現に介護する者に対する
ヘルスケア、健康診断の実施や、介護用品の支給、介護の慰労のための金品の贈皇、介護者相互の交
流会の開催

介護用品の支給を行つている保険者の割合 慰労金品等の支給を行つている保険者の割合

(n=1,260) (n=1,259)

各種介護用品の支給を行つている保険者の割合
その他の家族介護継続支援事業を行うている保険者の割合

20%

(n=1′ 259)

60%       80%       loo% 80°/。       loo%

おむつ

尿取リパット

使い捨て手袋

清拭剤

防水シーツ

ドライシャンプー

うがい薬

その他

家族介護者に対する
ヘルステエックや健康

相談の実施

(n・ 1,243)

介護者相互の

交流会等の開催

(n=1,247)

25.4%

18.8%

出典:株式会社三菱総合研究所「地域支援事業の実施状況等に関する調査研究報告書」(平成20年度老人保健健康増進等事業) 81



育児・介護 本業法における介護休業等の概要

「育児・介護体業法」により、

措置」が定められている。

「介護体業制度」「介護休暇制度」「介護のための勤務時間の短縮等の

【介護休業情J度】
○ 労働者は、事業主に申し出ることにより、

休業を取得することができる。

対象家族 1人につき、要介護状態に至るごとに 1回、通算して93日まで介護

介護のための勤務時間の短縮等の措置】

○ 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措

置として「 1ゴ象家族 1入につき、介護体業をレた日数と合わせて少なくとも93日は利用することのできる勤務8寺間の短縮等

の措置を講じなければならない。

※ 具体的な措置の内容として、次の①～④のいずれなの情章奪蓄ずることを事業主に義務づけ。

①短時間勤務の制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

の労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

【介護休暇制度】 (※ 1)

○ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話 (※ 2)を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族

が 1人の場合は年 5日、 2人以上の場合は年 10日を限度として、介護体暇を取得することができる

※ 1 
孟馨瞥T早最2塩警青鵠書 1整識し、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年 7月 1日 )

※ 2 その他の世話 とは、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他対

象家族に必要な世話をい う。

【実績】○介護休業制度の規定状況 ○介護体業制度取得者の害」合 (常用労働者に占める取得者の害」含)

男女計 女性 男性

17年度 〇.04% 〇.08% 〇.02%
20年度 〇.06% 011% 〇.03%

出典 :平成20年度雇用均等基本調査

事業所規模5
人以上

事業所規模

30人以上

17年度 55.6% 81.4%
20年度 61.7% 85.5%

要介護状態

対象家族

:負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 (要介護認定の有無は間わない)    82

:配偶者 (事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、 父母及び子 (これらの者に準ずる者として、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹

及び孫を含む。)、 配偶者の父母



①閣議決定等

○ 新成長戦略 (平成22年 6月 18日 閣議決定 )

「成長戦略実行計画 (工程表)」・「Ⅱ 健康大国戦略」
・ 24時間地域巡回型訪問サービス、レスパイトケア(家族の介護負担軽減)拡充の本格実施 【2013年度までに実施すべき
事項】

②研究会・団体等からの指摘事項

○ 高齢社会をよくする女性の会「こうすればよくなる介護保険」(平成22年4月 26日 )

「6家族への支援の充実」

デイサービスセンターを利用したショートスティの拡充。認知症の人には慣れた場所や職員が何より。

○ 地域包括ケア研究会報告書 (平成22年 3月 )

・ 家族を介護しながら、働いている場合にあっては、家族介護と仕事との両立支援やレスパイト支援、相談事業が重要である。
仕事との両立に資するような柔軟な時間設定による通所サービスや緊急ショートの整備を進めるとともに、企業においても介護
にかかる基礎知識や技術習得の機会に関する情報提供をしたり、介護体暇や地域ボランティア活動による支援などの充実が
重要である。(以下、略)
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論点11■ |■■|

○ 家族介護者への支援の在り方について、介護者の高齢化や仕事との

両立等を含めて、どう考えるか。

O家 族介護者への支援という観点から、レスパイトケアの拡充 (お泊まり

デイサービスの創設等)、 地域包括支援センターにおける相談支援の充

実等を図るべきではないか。
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介 護 保 険 制 度 改 正 へ の 提 言

一要介護認定の廃止など利用者本位の制度に一

2010年 6月  公益社団法人 認知症の人 と家族の会

2000年の介護保険制度発足は、日本の福祉制度のあり方を根本的に変 える出来事

で した。介護 を家族だけの負担か ら社会で支える仕組みに転換す る、必要な負担 も

す る、そのために保険制度による新 しい制度をつ くる、 とい う方向を 日本の国民が

選択 したのです。「家族の会」が 1980年の発足以来求め続けてきた介護の社会化が、

20年の歳月 を経て、やつ とその出発点に立ったのです。

具体的に制度が発足 してその成果には確かな手 ごたえがあ りま した。新 しい時代

が始まつた と実感す ることが出来ま した。介護保険制度は、今後 もたゆむことな く

さらに充実発展 させてゆくべき制度です。その方向は次の とお りであるべきと考 え

ます。

一 必要なサー ビスを、誰で も、いつでも、 どこでも、利用できる制度

二 わか りやすい簡潔な制度

三 財源 を制度の充実のために有効 に活用す る制度

四 必要な財源 を、政府、 自治体が公的な責任 において確保す る制度

そのために、2012年 の制度改正において次のとお り実施す るよう提案 します。

1 要介護認定を廃止す る。

まず認定か ら出発す るのではな く、暮 らしの中での介護の必要性か ら出発

す る制度にす る。

2 介護サー ビスの決定は、保険者 を加 えた新たなサー ビス担 当者会議の合議 に

委ね る。

3 介護サー ビス情報の公表制度は廃止す る。

4 介護サー ビス利用の 自己負担割合 は 1割 を堅持す るc

5 財源 の内、公費負担率を 6割 に引き上げる。

6 介護サー ビス利用者 に、作業報酬 を支払 うことを認 める。

「家族の会Jは、2007年 11月 にこれまでの「要望」に代わつて、初めて「提言 。私たちが期待する介護

保険」を打ち出しました。その中で5つの基本的な考え方及び現行制度に対する具体的な改善提案を示しま

した。そして、2009年 6月 には同年4月 の改定の結果を踏まえてその一部を修正すると共に、時代の要請を

受けて財源に踏み込み、「高福祉応分の負担」を盛り込んだ「2009年版」を発表しました。2012年の改正に

向けた今回の提言、提案はすべてこの「2009年版」の上に成り立っています。

提言・私たちが期待する介護保険 2009年版 (2009.6発表 )

はじめに

認知症の人と家族の会は、 1980年 の結成以来、認知症の人と家族が安心して暮らせる社会の実現を

願つて活動してきました。人としての尊厳が守られ、基本的人権が保障された生活を送ることは、乳幼児



から高齢者まで、介護を要する人もそ うでない人も、国民が共通に願 うことです。その願いを実現するた

めに、2009年の介護保険制度改定の結果を踏まえて、次のように提言します。

基本的な考え方

1 認知症があつても一人暮らしでも希望する自宅で、また施設でも安心して暮らせる制度ヘ

自宅や地域で暮らし続けたいと願 う人が、見守られ、必要なサービスを受けられる、在宅により重き

を置いた制度に改定すること。施設にあつても、自宅と同じように過ごせ、一人ひとりが大切にされる

ケアと生活環境が保障されること

2 早期から終末期まで、切れ日ない支援体制を整備すること

認知症の早期発見・診断、初期の相談 。家族への支援から終末期のケア・看取りまで、医療、保健、

福祉が緊密に連携して切れ日のない支援が行われる体制を確立すること

3 認知症があつても “笑顔"で生きられる支援体制を整備すること  |

認知症の人や家族が地域 。社会に受け入れられ、笑顔で暮らせるよう、仕事の継続や社会参加を支援

する施策、市町村の実情にあつた施策、地域の資源づくりなどを積極的にすすめること

4 介護に従事する人材の育成と確保のために待遇改善を継続的に図ること

介護に従事する人材を育成、確保して介護の社会化を実現するために、介護従事者の生活が保障され、

安心して仕事に取り組めるよう待遇改善を継続的に図ること

5 暮らしを支え、生活を保障する社会保障制度ヘ

年金など自分の収入で生活が成り立ち、また介護保険サービスなど暮らしに必要なサービスが利用で

きる社会保障制度を確立すること

6 高福祉を応分の負担で

「高福祉高負担Jか 明潅尉低漁担」か「中福祉中負担」か、ではなく「高福祉応分の負担Jの社会

保障制度であること。心にゆとりを持つて安心して生活することができ、「過分」でも「過小」でもない

国民の負担であること

具体的な改善提案

1 在宅で要介護 4、 5の人が支給限度額を超えて利用する場合は、全額自己負担ではなく介護給付を認め

る

2 必要な訪問介護の利用は同居家族の有無にかかわらず認める

3 認知症があると認められる場合には、要介護 1以上の認定とする

4 若年期認知症の人が仕事を続けられるよう支援する体制をつくり、採用する事業体へは補助金を支給す

る

5 地域包括支援センターの全てに「認知症連携担当者Jを配置するなど、地域のコーディネー ト機関とし

て充実させ、介護保険給付実務は業務からはずす

6 介護支援専門員が中立、公平を保つことができ、質を高め、専門性が発揮できる体制とする。サービス

利用に至るまでの相談支援にも報酬を認める

7 介護従事者の賃金、労働条件の改善を継続的に図るために、利用者の負担を増やすことなく、必要な対

策を講ずる

8 要支援 1、 要支援 2も介護保険給付の対象とし、予防事業は一般財源で行う

9 療養病床の利用者には、制度の推移にかかわらず、現状と同等の必要な医療と介護を保障する

10 認知症の人の一般病院入院時に、ホーム v́L/パーの付き添いを認めるなど対応の改善を図る

11 すべての都道府県、政令市に「認知症コーノしセ ンター」が速やかに設置されるよう必要な措置を講ずる

12小規模多機能型サービスが安定して運営できるよう、必要な措置を継続的に講ずる

13地域の家族の会など当事者組織の活動への支援を3剣ヒする
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「家族の会」理事。

介護保険。社会保障専門委員会委員 田部丼康夫

畿介護保険を充実発展させる立場

「家族の会」は、2012年 の介護保険制度改正

に向けて、要介護認定の廃止とそれに代わる手続

きを骨子とする「提言」を、6月 の総会において

決定しました。6月 21日 には厚生労働省にも申し

入れを行いました。この「提言」に対して、各方

面から反応が出始めています。もちろん「よく言っ

た」、「目からうろこ」といった賛同の反応もたく

さんあります。しかし、中にはどうしてこんなに

感情的になるのかと思うほど冷静さを欠いた論調

や、誤解に基づく居丈高な反応も見受けられます。

改めて、この「提言」の趣旨を述べます。

まず、「提言」は、次のような考え方の上に立っ

てまとめました。

1.介護保険制度を、これからも充実発展させる

べきものと位置づける

2.制度の主人公は、税金、保険料、利用料の財

源を拠出している国民である

3.その立場が尊重され、制度が信頼され評価さ

れてこそ持続可能になる

この考えに基づいて、こうあってほしいという

利用者の立場からの率直な願いを具体化したのが

この「提言」です。

議現行認定制度の問題点

では、なぜその中心に、要介護認定の廃止とそ

れに代わる手続きの提案を据えたのでしょうか。

制度が発足して以来、「家族の会」は、要介護認

定は制度本体と不可分のものと理解し、より実情

に即した結果が得られるよう一貫して努力してき

ました。しかし、要介護認定のシステムそのもの

に限界があり、別の道を探る必要があるのではな

いかと感じたからです。

転換の大きな契機とならたのは、2009年 4月

の要介護認定システムの改定です。

認知症にかかわる調査項目のlll減提案から、要

介護認定の見直しに係る検証・検討会の終結まで

のす連の流れの中で、強く感じたのは次のような

ことでした。

①コンピュータによる判定基準は、さまざまな

意図によって恣意的に操作されていること、②そ

れによって介護度の客観的指標としての意義は著

しく低下したこと、③この傾向は財政の逼迫を理

由にますます強まるのではないかということ、④

適切なサービスの決定には別の手続きも検討して

みる価値があること、⑤会議の中で利用者の立場

に立った意見は少なく、利用者の利益は利用者団

体が積極的に発言してゆくことによってしか守ら

れないこと。

その結果として、「家族の会」は、検証 。検討

会の終結に当たって「要介護認定の廃止も含め抜

本的な見直しを図ること」を申し入れたのです。

議より利用者の実情に即した方法ヘ

そして、要介護認定に代わり、手続き的に負

担が増えることなく、より利用者の実情に即した

合理的な手続きのあり方について検討を重ねまし

た。その結果、私たちが得た結論が、「ケアマネ

ジャー、主治医、事業者に保険者が加わった新

たなサービス担当者会議において、利用者、家族

の状況と要望をふまえた上で、合議によって必要

なサービスの中身と頻度を決定すること」から制

度の利用が始まるとするのがもっとも合理的であ

る、ということでした。

本来の趣旨からすれば、「ケアマネジメント会
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うにさまざまな意見が出されています。また、介

護家族の立場からの不安や懸念も示されていま

す。新 しいことが始まるときには不安や懸念が

あって当然です。私たちは制度の専門家ではない

ので、その全てに明確な回答をもっているわけで

はありません。特に利用者の立場からの不安や懸

念に対しては今後も真摯に検討してゆく必要があ

ります。

しかし、これまで把握している強い反対意見は

制度を持続させるために必要だという観点からの

ものであり、利用者の利益を守るために必要だと

いう意見は見受けられません。これは、2009年 4

月改定に関する検証・検討会で受けた利用者の立

場から発言してくれる人がほとんどいないという

印象とまったく一致しています。したがって、私

たちの意見に修正を迫るものではありません。む

しろ、過剰と思われるような反応は、逆に私たち

に確信を深めさせる結果になっています。

要介護認定の廃上の提案を唐突だと感じる向き

もあるかもしれません。私たちも2009年 4月 改

定の経緯を経るまでは思い及ばなかったことです

から、無理からぬことかもしれません。また、要

介護認定のシステム確立に携わった人たちにして

みれば、自分たちの努力を無にされたようで不快

に思う向きもあるかもしれません。しかし、要介

護認定 10年 の役割は認めた上でより望ましい姿

を求めての提案であることを理解していただき、

冷静で真摯な議論がなされることを希望するもの

です。 (つづく)
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嗜      暮らしと介護保険に関するアンケートにご協力ください      :
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[  今月号にアンケート調査用紙を同封していますのでこ協力をお願いします。                 :
|: 「家族の会」で|よ 、1981年、91年、99年と結成以来ほぼ10年ことに、暮らしと介護の実態を知るためのアンケー :

卜を行つてきました。今回はその4回目として行うもので、また、2012年の介護保険法改正に向けてみなさん

の意見もお聞きします。

アンケー トの結果は、これからの「家族の会」の活動や、6月の総会で決定した「提言」を普及するための貴

重な資料となります。

日々の暮らし、介護でお忙しいことと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

機 アンケートの回答締め切り :9月 30日 (木 )

騨 回答方法 :同封の返信用封筒 (切手は不要)でお送りください。

議」とすべきだと思いますが、イメージしやすい

ように現実に稼動している「担当者会議」という

用語を使いました。ここに保険者が加わることに

大きな意味があります。保険者も利用者の状況を

把握した上で必要なサービスを判断することがで

きます。同居家族がいることによリー律に訪問介

護の家事援助を認めない、などの形式的な対応を

なくすことができます。会議への参加の際の負担

も、これまで新規申請の場合には、保険者が調査

に赴くのが原則でしたから、負担が大幅に増える

ことはないはずです。

利用者も、要望が通らない場合でも、その決定

の場に参加することにより制度の主人公として立

場を実感することができます。

複数の眼で見て合議によって判断することによ

り、極端な恣意的要求を抑制し合理性を担保する

ことができます。また、直接状態を確認するため

現実と大きくかけ離れた結論が出ることはなくな

ります。コンピュータでは 10年経つた今でも現

実と乖離した結論が出てしまうことを、システム

設計者は “恥"とすべきです。

状態像を端的に表現する指標としては、介護度

に代わってこれまでも使われてきた障害高齢者自

立度、認III症高齢者自立度を使用することができ

ます。これも合議で決めるために従来のように調

査員と主治医の結論が極端に異なる結果を調整す

ることができます。

②冷静で真摯な議論を

要介護認定廃上の提案に対して、冒頭述べたよ



予防重視型システムの全体像

高 齢 者

要支援・要介護者介護予防のための

スクリーニング

く要介護認定〉
介護の手間に係る審査

+
状態の維持または改善可能性の審査

要支援・要介護状態と
なるおそれのある者

介護予防ケアマネジメント

地域支援事業
(二次予防に係る事業)

要介護者

地域包括支標センター

予防給付 介護給付

居宅介護支援事業所

(ケアマネジメント)

【厚生労働省資料よリー部改変】⑥」apan Care Manager Ass(Ю iauon



地域支援事業の全体像と介護予防支援の関係

実施主体勝市町村 <介護保険非該当者> 「そぎ嘉 E塾界暴暑ダ
地域支援事業 介護倒 腱給付

7
防
給
付

介
護
給
付

|    ・

委託可
一■
●
●〕

一括 し 委託可   委託可

舅:地域包括支援セン食

総合相談・

支援業務
権利擁護
業務

包括的凛継続的
ケアマネジメント

支援業務

鏡

I-r----r

介護予防ケアマ
ネジメント業務 | 』墨暑轟↓指定介護予防支援

聰 下 1
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グ ア マ ネ ツ メ ン ト

↓
プラ

q
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市町村からの委託を受けた事業者
指定介護予防
サービス事業者

指定居宅

サービス事業者

hr-r-----r--------

○指定介護予防支援事業者の配置基準

指定居宅介護予防基準において、指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」
という。)を、事業が円滑に実施できるよう、一人以上の必要数を配置しなければならないとされている(指定介護予防支援基準第二条)。

この担当職員は、次のいずれかの要件を満たすものであつて、都道府県が実施する介護予防支援に関する研修を受講する等必要な知識及び能力を有する者を充てる必要
がある。
①保健師 ②介護支援専門員 ③社会福祉士 ④経験ある看護師 ⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に三年以上従事した社会福祉主事
そのほか必要な人員については、指定介護予防支援基準において規定されている。

O兼務関係について
(略 )

介護予防支援の事業については、センターが指定介護予防支援事業者としての指定を受けて行う業務とされている。したがつて、センターの職員と指定介護予防支援事業所
の職員とは、(1)～ (3)までの各要件を満たすものであれば、兼務して差し支えないものである。

【厚生労働省資料よリー部改変】◎」apan Care Manager Associatton
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介護保険制度の実態と問題点に関する調査 (抜料

一 介護保険制度改定に向けて 一

2010年 3月

NPO法 人 高齢社会をよ<する女性の会

問 訪間介護の生活援助について

訪問介護の生活援助 (調理、洗濯、掃除、買い物等)は、

「介護保険の給付から外 し、公費負担 としたほうがよいJと い う意見や

「介護保険から外 してはならない」といつた意見があります。

あなたはどのように思われますか。

1 介護保険から外 してはならない

(1)利用者、家 族

① 介護保険から外 してはならない。夫婦共に要支援 1。

家事援助がなければ他に人手を考えなくてはならない。掃除と二人のベ

ッドメーキング、買い物などもしてもらえるので助かるが、老老夫婦の場

合、被介護者の分だけとい うのは困る。老老夫婦の二人暮 らしが何 とか成

り立つように制度の見直 しをしてほしい。 (80歳代 女性 大阪府 利用者 )

② 食事の用意、片付け、買い物を外されたら一人で生きてゆけない。

1割 を支払っていることが、お上のお情けは受けていないとい うプライ ド

ではないか。 (60歳代 女性 長野県 家族・介護職員 )

③ 在宅介護の方針をこれからも推進していくのならt是非、必要だと思う。

介護保険料を支払っているのだから、介護保険の支給としたほうがよい。

(60歳代 女性 富山県 家族)

④ 身体介護と生活援助には余り境がないと思う。

すれば事務が簡素化できる。 (60歳代 女性 福岡県 家族 )

⑤ 公費集担に理解が得られるか疑問。むしろ、同居家族がいても生活援助

サービスが受けられるように改善すべき。 (30歳代 女性 東京都 家族)



(2)地域包括支援センター、事業者、介護職員等

① 在宅での必要条件である生活援助・無くして独り暮らしは無理。

個人の生活を支えるために、ケアマネジャーはじめ介護に関わるワーカ

ーの仕事が出来てきたはずである。基本となる生活援助は、介護保険から

外すべきでない。 (60歳代 女性 大阪府 地域包括支援センター関連委員)

② 要介護 1、 2の方にこそ十分な生活援助をして重度化の予防になっている。

在宅サービスを充実させることで特養待機者の減少につながるはず。

(70歳代 女性 滋賀県 総合老人福祉事業所)

③ 高齢者が生活していくうえで一番Z、要なのは生活援助である。食べるこ

と、身の回りのこと、買い物を外すことは絶対反対。少しの支えがあれば、

我が家で生活できるのだから。 (70歳代 女性 神奈川県 事業者 )

① 生活援助を利用することにより、在宅生活を継続していける方がいる。

生活の援助とはいえ、ミミ に違セヽはないのだから、介護保険の給付から

外すのは納得できない。 (50歳代 女性 秋田県 介護職員 )

⑤ 要介護者が安心して暮らせるように同居家族がいる場合にも生活援助を

利用できるようにすべき。要介護者がサービスを自由に選択できるように

することが重要。 (40歳代 男性 東京都 事業者 )

(3)元教員、団体役員

① 生活援助こそが真の予防介護である。

食事はできても調理や買い物ができなければ命を保てず、llF泄 は出来て

も トイ レの管理や掃除ができなければ不潔や臭気は防止できない。

特に、一人暮 らしの高齢者にとつては、生活援助は居宅で暮 らせる命綱

である。高齢者にとっては 「できる」 と「毎 日続けられる」ことは、同義

語ではない。生活援助を受けて、何 とか一人で生活 している高齢者は多い。

(70歳代 女性 京都府 元教員 )

② 私のところは高齢化率 42%、 独居老人が多く施設 も足 りない状態で訪問

介護の生活援助はとても必要。現状の 1時間ではヘルパーの負担 も大きく

利用者の不満の声も。 もつと施設があればよいが、不足 しているので生活

援助は是非必要。 (70歳代 女性 広島県 団体役員 )



2 公費負担とした場合の問題点

① 調理、洗濯、掃除、買い物等が不如意になることこそが老化のはじまり

とす るならば、広 く「介護Jと 考えてよいのではないか。例えば、ホーム

ヘルパーが要介護 2(独居)の方のお宅に伺 うと、便失禁で家中に便がこす

り付けられてぃて、その掃除で家事援助は終わる。夏場はゴミにウジがわ

いている。冷蔵庫の中には、わずかな食べ物 しか無いが、どうにか調理す

るとい う実態は、健常な人がイメージする生活援助 とは、かな りかけはな

れている。 もし、公費負担 とした場合は、サービス利用に行政のブレーキ

がかかりはしないかと危惧する。 (60歳代 女性 沖縄県 施設長 )

② 公費負担 とするなら財源を明確にし、確実にそこに給付できるのであれ

ば、そのほ うがよいかもしれないが、新たな制度設計が必要 とな り、地域

での格差や財源不足が懸念 されるので、介護保険の中で充足させたほ うが

均一に公平になるのではないかと思 う。(50歳代 女性 岐阜県 市議会議員 )

公費負担にしたほうがよい

① 生活援助は介護保険の給付から外 して公費負担になるととても助かる。

ただ し、限度額が上が り生活援助、福祉器具を目いつばい使えれば介護保

険のほ うがよい。 (70歳代 女性 鳥取県 家族 )

② 介護保険料は年金から引かれているので、生活のことを考えると公費に

してほしい。公費になると、誰もが介護認定を望むようになる気がする。

(50歳代 女性 香川県 家族 )

4そ の 他

① 生活援助を介護保険だけで賄うことは無理。 「食」はコミュニティレス ト

ランが各地にできるよう誘導策を。ヘルパーが高齢者にあつた一人分を作る

ことは限界あり。 移送サー ビスや車椅子で移動 し易いまちづ くりも必要。

洗濯・掃除のかなりの部分は機器の開発により障害があつてもできること

が望ましい。機器を使用 し易い環境が大切。

買い物もインターネ ットの普及や宅配システムでかな リカバーできる。

このような資源開発を促進 した うえで、ケアマネジャーがその人に必要 と

判断すれば家事ヘルパーもあ り。 (50歳代 女性 東京都 事業者 )



考参

要支援、要介護 1

「生活援助」と

の利用者への生活援助の現状 (抜粋)

「身体介護」(本目談助言)は一体の援助

「共に介護を学びあい 。励ましあいネットワーク」 (イ 表ヽ 藤原るか さん)が

8月 5日 ～15日 に集めた事例 (全て軽度 と分類 されている要支援か要介護 1)

の抜粋です。介護保険上、生活援助 と身体介護に分けられていますが、どちら

も生活の中では一体的に取 り組んでいるヘルパーさんの援助がわか ります。

<事例 1> リュウマチと生活援助

(76歳  一人暮 らし 慢性関節 リュウマチ 要支援 2)

全身の関節にリュウマチ熱 と痛みが出るような中で生活を しているが、医療

判断で要支援 2。 ヘルパーは リュウマチから来ている、生活全般への不充分な

面へのサポー トとして 「掃除J「調理J「買い物」に取 り組みます。

1日 の生活スケジュール と食事内容を訪問時に相談 して、準備を進めます。(缶

詰 。瓶・チューブ等の蓋をゆるめておく公共的な手続き関係等)最近は、くの

字に曲がつた手で片方の手首を支えながら一 日掛けて、料理に取 り組んでお ら

れます。今までは不安感から「1か月は買い物 しないでも生活できる大型の冷蔵

庫Jの 中のものを少 しずつ整理。今では食材管理も調理 も相談 しながらの買い

物になつていつているため、安定 してきていて食材を腐 らせる事がなくなつて

きました。ホームヘルプサービスの有効性が生きている事例です。

<事例 2> 常に緊急対応が求められる「生活と身体は一体」のプランを

(90歳代 一人暮 らし 認知症 要介護 1)

掃除・洗濯の生活援助で週 2回訪問 (各 1時間)。 電話でタクシーや救急車を

呼んで病院に行 く事は出来るが、ポッ トをガスコンロにかけてボヤを出したた

めガスを止めている。食事を準備する事がすでに出来なくなってお り、1日 1回

の配食サー ビスが命の綱 となっている。配食の弁当もそのまま冷蔵庫に入つて

いる時もある。座位が とれず、背中を支えるように介助が必要。今 日は、水分

が不足 していたようで準備 したジュースやゼ リーもす ぐに召 し上がられる。

「ベ ッドヘ移 りま しょう」 と抱き起こし、ベ ッドまで抱えなが ら介助 し、残

りの 30分で掃除と洗濯を済ませる。

この援助はプランにない援助で、生活援助 と身体介護は一体の内容の事例。

こういった訪問先の生活援助をボランティア (有償)が 支えきれるか疑問だ。



〈事例 3〉 認知症高齢者と生活援助   (78歳 女性 一人暮 らし 要介護 1)

「通帳がない、印鑑がない、保険の証書がなくなつたJ「 ゆうべ誰かが来て盗

んでいった。 こわい」と朝夕、 日中は子 どもたちの職場まで電話を してくるよ

うになった。

週 1回通所介護。週 3日 訪問介護を利用。

朝 10時半～11時半まで、1時間の派遣で掃除 。調理をすることにした。

はじめは、本人は、ヘルパーが訪問しても、「自分のことは自分でできるのに、

すまないねぇJと 言つてあまり援助ができないこともあつた。 しか し、ヘルバ

ーが本人の主体性 を引き出す援助 (一 つ一つの作業手順を説明し確認 し同意を

得ながら行 う援助)をすることにより、徐々にヘルパーに慣れてヘルパーを頼 り_

にするようになつた。

ヘルパーはなるべく調理の食材には、本人が作った野菜を使いながら、農作

業の労をねぎらつた。そのようなかかわ りの中から、本人にも活気が戻つた。

通所介護では、施設前の畑で野菜作 りをしている。そこでも、草取 りや、水

や りを積極的にするようになってきた。職員に「野菜作 りが上手」とほめられ、

自分の役害Jを見つけることができた様子。

ヘルパーには通所介護での様子を笑いながら話すようになつた。

この方の事例は、訪問介護の専門家であるヘルパーが、その方の価値観に寄

り添いながら、一般的な 「生活援助Jではなく、本人の 「していることっ出来

ることJを尊重 した援助を行つたことで、意欲の向上につながつた例である。

定期的に通院もするようにな り、服薬をすることで、「物 とられ妄想」の出現

もなくな り、子 どもたちへの電話 もなくなつた。また、子 どもたちも、母親の

生活を気遣 うようになり、定期的に電話をしてくるようになつた。

<事例 4> 連日、訪問 し、認知症高齢者の生活と家族を支える

(80歳  中度の認知症 一人暮 らし)

日中は週 6日 デイサービス、デイケアーに通所 している。ヘルパーは通所の

車が着 く前から待機 していて、バ トンタッチでこの方を引き受ける。

すでに食べ られ る物 と食べ られない物 との区別が出来なくな り、ご飯の上に

ハン ドク リームが乗つかつている事 もある。また、バナナの皮や トイ レッ トペ

ーパーを詰まらせてしま う事もたびたび起きている。

食器の片づけもヘルパー と一緒にでなければ出来ない。見守 りのない時には

昨夜のおかずが押入れに入つていた り、電話のコー ドが抜かれていた り、電話

機が見つからなかつた り、卵や食器類が冷凍庫に入つている事等は毎 日の事。

一人では生活が出来ず、一時として目が離せない状況だ。

ヘルパーは退出時、ガスの元栓を締め、雨戸を開め、電子 レンジなどのコン



セン トを抜き、クーラーをセ ットして万が一でも事故が起きないように努めて

いる。それでも翌 日訪問 してみないと、家の中がどうなつているのかは全 く分

か らない。男可居の娘 さんのス トレスは限界になつてお り、ヘルバーは、家族の

精神的な面でのケア t)重要な仕事 となっている。 (介護報 llllはつかないが)

この方から生活援助を取 り上げたらどうなるか。「介護の社会化」等 と言いな

がら全て家族任せで生活が崩壊 してしまう事は明 らかではないか。

<事例 5> 精神障害と生活援助 (80歳代 一人暮 らし 要支援 2)

薬の調整で 日常生活を続けられるとい う、精神の病気 と糖尿病からくる歩行困

難の為、買い物や掃除等の家事が出来ません。

家の中は箪笥の端等につかま りながらやつとですが、歩ける事から介護保険で

は 「要支援 2Jの判定で、ヘルバーの訪間が始まったばか りです。

ヘルパーの訪間で老い先の不安が少なくなうたと喜ばれていま した。

流れる汗を 「拭いて」そつと濡れタオルを渡 して顔を拭いて頂きま した。

(生活援助だから身体に関わらないとヘルパーは思いません し、介護報Ellで算

定されなくても、必要な介護 として、関わ ります。)

「外の空気を嫌 う」事か ら窓は開けずに掃除をします。精神の病気からくる

こだわ り強い相手の要望には 「寄 り添 う」事が求められるからです。

冷蔵庫の中にある「キヤベツ・ トマ ト・大根は薬が入つているから捨てて」

とおっしゃられた り、「天丼から泥棒が来るから、電気は付けないで」等々不安

定な病状が続いています。精神の病気 (こ の方の場合 1統合失調症」)の方への

った、プロのホームヘノヒパ
~の が不可欠 です。

☆ 「現在の滞在型中心の訪問介護では要介護者の在宅生活を支えることは困

難である」との理由から 20分未満の短時間訪間を中心の援助では、それこ

そ「生活を守る」事が出来ません。高齢者の方々は生活のペースが違 うので

す。要介護高齢者は 「生活援助」力`命綱です。

☆要支援の場合は 「予防の概念Jか ら、共に行 う家事が求められていますが、

認知症中度 とい う診断が出ているにも関わらず 「予防」の概念に置かれてい

る認矢口症事例が多く出てきま した。全ての事例に必要な援助は 「精神的なサ

ポー ト」、ゆつた りしたコミュニケーションや対応ですが現状では 30分か ら

1時間の対応 となっています。

☆ 地域支援事業を支える NPOや有償ボランティアは実態もない地域もあり、実

際に活動できる、具体的な人数把握 もなく、自治体における地域の実情に応

じた柔軟な取 り組みがあるだけです。 藤原るか「uka@ga2.so一 net.ne.io
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介護保険制度見直 しにかかる要望書

貴職におかれましては、高齢者の生活支援に関する諸制度の充実についてご努力されている

ことを心から敬意を表 します。

この度、介護保険部会において介護保険制度の次期制度改正に向けた検討スケジュールが提

示され、協議が順次深められていることと存 じます。介護保険制度においては、社会福祉士は

地域包括支援センターの職員や介護保険施設等の生活 (支援)相談員として重要な役割を担っ

てお ります。

そこで、次期制度改正に向けて、現場か らみた高齢者の生活支援の視点から、ぜひ実現 して

頂きたい事項について下記のとお り要望いた します。

記

.地域包括支援セ ンターについて

(1)地域 包括支援センター業務か ら「介護予防ケアマネジメン ト」をはずすべ き

である。

地域包括支援センターにおいて「介護予防ケアマネジメント」業務が、「総合相談支援J「権

利擁護」等、他の業務を圧迫 している現状がある。そこで地域包括支援センターが担うべき

業務から、「介護予防ケアマネジメン ト」をはずし、「総合相談支援」「権利擁護」等の業務が

適切に実施されるような体衛1整備をはかるべきである。

「介護予防ケアマネジメン ト」業務については、各市町村の老人健康保健事業等において

行うとともに、指定介護予防支援事業を居宅介護支援事業所において直接契約し給付管理で

きる制度に変更することが必要である。

(2)地域包括支援セ ンターが、障害者福祉分野等の一次相談対応 も実施 できるよ

う、専門職の追加配置 を行 うべ きである。

地域包括支援センターが実施 している総合相談支援には、高齢者のみならず、障害福 l」l等

の制度横断的な対応が必要な相談対応が増カロしている。地域包括支援センターに持ち込まれ

る相談は、高齢者だけの問題にとどまらず、同居する障害者等への対応が必要な場合も多く、

「家族支援」や 「地域生活」の視点が求められるЭ地域包括支援センターが本来の 「地域包

括ケア」の中核となるワンス トップの総合相談窓口機関として機能していくためには、地域

の課題について設置された機関側から「年齢別」「課題別Jに見るのではなく、制度横断的に

生活全体をとらえる専門性が必要となる。そこで 「障害福祉分野」等の ―次相談対応につい

ても、地域包括支援センターがフンス トップの総合相談支援機能を担えるよう、専門職の追

加配置を行 うことが必要である。



(3)セ ンター間の連絡調整や統括支援 を行 う「基幹的セ ンター」の体制整備 を進

めるべ きで ある。

複数の委託型の地域包括支援センターが設置される場合は、センター間の連絡調整、統括

支援、センターの活動の下支え機能を担 う基幹的センタ=機能が必要となる。市町村の担当

部局が直接担 う場合、直営センターが担 う場合、社協等の関係機関に委託する場合等の複数

のパターンが考えられるが、基幹的機能を担 う部署となるセンターが基幹的機能を継続的に

推進できるように専門職の複数配置を行 う等、市町村の責任において人員体制整備を行 う必

要がある。

2.認知症者への支援の在 り方の一項 目に挙 げ られた「市民後見の推進 」において

は市 民後見 人のパ ックア ツプ体制や専 門職の関与な どの システム構築 を進 め る

べ きで ある。

成年後見制度は利用者が選択して利用する介護保険サービス等とは異なり、判断能力が不

十分な人が地域の中でその人らしい当たり前の生活を継続していくために必要な権利擁護の

仕組みである。従って、制度を必要とする人全員が成年後見制度を利用できるような体制整

備が求められる。その受け皿の一つとして市民後見人の養成が全国で始まりつつある。 しか

し、成年後見人等の権限・責務の重大性を考えると、市民後見の位置づけを明確にしたうえ

で、市民後見人の養成、養成された市民後見人の登録、受任へ向けての支援、受任後の市民

後見人のバックアップ体制の整備等、継続的な取り組みを可能とするための公的機関の組織

的・財政的関与や、専門職能団体及び専Fl職の関与が保障されるシステム構築がなされるベ

きである。

3.介護保険施設等の生活 (支援 )相談 員には社会福祉士 を位置づけるべ きである。

介護保険施設等の生活 (支援)相談員は、入居者個々の日常生活の支援の他、次に挙げる事

項も担 う必要がある。そのためには、利用者の権利擁護に配慮した専門的相談援助技術と高い

倫理性が求められので、生活 (支援)相談員は社会福祉士を位置づけるべきである。

① 施設サービス計画は入居者個人に対する計画であるが、入居施設は多くの入居者が生活す

る場であり、施設内外の資源を見通した全体的な調整が必要である。例えば、入居者から

の苦情対応や入居者間の利益がぶつかつた場合の最善の調整が必要であり、そのためにも

入居者同士での自治会組織や家族会の運営等が必要となる場合もある。生活 (支援)相談

員はこれ らの調整機能を担い、利益侵害や虐待予防に向けた取り組みが必要である。

② 入居者は地域住民であること、また施設は地域の社会資源であることから、地域とのかか

わりは重要である。そこで、施設側からは、地域住民に施設機能をでき得る限り解放 し、

住民が施設に集い、入居者そして住民同士が交流しあう「場」としても活用することが重

要である。そのためには、生活 (支援)相 談員が施設内資源とともに自治会や社会福祉協

議会、各種 NIPO団体など様々な住民組織と調整することが必要である。これらのことを行

うことで、地域住民からの相談をごく自然に行えることや、虐待や自然災害があつた場合

の緊急対応もスムーズに行える。また、同時に施設ケアの密室化を抑制することができる。

③ 介護老人福祉施設や介護老人保健施設の入居者は要介護者であることが前提であり、多く

の場合入居前に何 らかの形でケアマネジャーがケアチームを構築して入居 しようとする利

用者を支援 している。そして、入居後は施設ケアマネジャーが構築するケアチームで入居

者を支援することになる。生活 (支援)相談員は、このケアチーム同士の接点に立って、

上祀①や②の事項もふまえて支援が連続的、円滑的に行えるように環境調整することが必

要である。このことは、退居時も同様のことが言える。

以  上



社会保障審議会介護保険部会

2010有三8月 23 日

淑徳大学准教授

結城 康博

給付の在 り方 (在宅 。地域密着)の論点について

このことについて本審議会において以下のとお り意見を中したい。なお、軽度者向けの

介護関連サービスの一部は、本来、福祉・保健サービスで実施すべきである。 しかし、こ

れらを保険外とした場合に代替的な特定財源が確保される見通 しがないため、現行制度の

維持 もしくは拡充が次善策と考える。

1.医療系サービスの充実

①介護分野における看護師対策

施設及び在宅を開わず介護分野における看護師不足は深刻であり、医療分野との調整が

重要である。

②医療的ケアを伴 う利用者が活用できるショー トステイ

医療的ケアを伴 う利用者が活用できるショー トステイの供給量が少なすぎるため、既存

施設等の看護師配置基準を見直すなど受け入れ体制を整備 していくべきである。

2.要支援者等に対する生活援助等のサービスの在 り方

①生活援助は継続 して保険給付サービスとする

要支援者に対しては「生活援助サービスJを継続 して保険給付として認めるべきである。

ただし、将来、軽度者向けの特定財源が確保 され、新たなサービス体系が構築できるので

あれば、これ らを ‐部見直す議論も考えられなくもない。

②その他のサービス

要支援者における保険給付サービスは、その利用にあたつて硬直的な側面は否定できず、

支給限度額以内であれば弾力的な活用もできるようにすべきである。

③地域支援事業サービスとの関連

要支援者 と認定されると地域支援事業におけるサービス利用が制約されるが、介護予防

等という視点から、その利用をも認めていくべきではないか 。

3.地域支援事業の在 り方

①財源構成

現行制度では 「介護予防事業 |「 包括的支援事業及び任意事業Jと で、第一手被保険者と

第二号被保険者の負担割合が異なるが、これらの財源構成を一括すべきである。

②地域支援事業の裁量権

現行制度では地域支援事業の財源は介護給付費全体の 3%と なつているが、地域特性に

応 じて、その害1合等を増やすことも保険者 (市町村)判 1析 に任せてはどうか。

③任意事業の拡充と運用面での弾力化

現行では 「介護予防事業」「包括的支援事業及び任意事業」となっているが、「包括的支

援事業J「任意事業Jに |え分けして任意事業の拡充を可能にしていくべきである (財源の使

途害1合 も保険者に任せてはどうか)。 そして、「任意事業|に よる介護関連サー ビス種別 (例



えば、高齢者等の見守り事業など)等を弾力化 して、介護給付 (介護報酬)と いったサー

ビス体系のデメリットを補い、かつ要介護認定を受けていない被保険者 (非該当 :40歳以

上含む)も 、僅かながらサービスを享受できるようにしていくべきである。

4.介護予防事業

①介護予防事業を任意事業に

本事業は地域によつては費用対効果の視点から充分な成果が得られないため、「できる規

定」といつた認識に改め、任意事業の枠で実施 していくべきではないか。そして、地域に

応 じて介護予防につながる多様な事業を実施できるようにしてはどうか (保険者判断)。

②現行の介護予防事業 (特定高齢者対象)のプロセス

介護予防事業 (特定高齢者対象)での「基本チェックリス トJ「医師による健診」「介護

予防ケアプランJな どといつたプロセスを見直 し、これらを簡略化 していくべきである。

③事業内容

現行では 「ポプレーションアプローチ」「ハイリスクアプローチ」と大きく2つの介護予

防事業が展開されているが、総体的に介護予防事業として一体的に考えて、サービス種別

ごとにその対象者を絞っていけばよいのではないか (原則、対象者は 40歳以上とする)。

5.地域包括支援センターについて

①予防給付のケアプランを通常のケアマネジャーに移譲

包括的支援事業を強化する意味で、予防給付関連業務の責任主体を通常のケアマネジャ

ーに移譲すべきである (ケ アマネジャーのケース上限規定は別途検討 )。

②居宅介護支援事業を可能にしては (ケース数を限定して)

通常のケアマネジャーに予防給付関連業務を移譲 した場合、ケアマネジャー資格のある

地域包括支援センター職員は、数件のみに限定して居宅介護支援事業業務を可能にすべき

である (緊急性やケアマネ支援における能力開発のため)。

③核となる地域包括支援センターの創設

保険者内の地域包括支援センターは対等関係であるが、複数設置されている場合は基幹

的な機能を、その中の lヶ 所に任せてはどうか (自 治体直営や公共性の高い機関に)。

6.地域密着型サービスについて

グループホームは地域密着型サービスであるものの、住所地の都道府県内に立地されて

いる事業所 (施設)であれば利用可能とすべきではないか (た だし、住所地特例制度を設

けることが条件となるが)。 また、小規模多機能型居宅介護の利用形態を、 1)う 少 し弾力的

に考えていくべきではないか。

7.家族介護者への支援

地域支援事業における任意事業の拡充によつて、家族介護者への支援サービス等を増や

すべきである。また、家族介護者への社会的システムとしては付1会保険制度上の優遇措置

や雇用環境に配慮 していくべきである。ただし、家族介護者への保険制度による現金給付

は慎重に考えるべきである。

以 L



社会保障審議会介護保険部会

部会長 山崎泰彦 殿

医療依存度の高い在宅療養者を支援する

小規模多機能型居宅介護の提案

平成 22年 8月 23日

社会保障審議会介護保険部会

委員 井部 俊子

(日 本看護協会副会長 )

多くの国民が、可能な限 り人生の終末期まで在宅で過 ごしたいと願っています。しかし

ながら、現行の在宅介護サービス体系では、医療依存度の高い人々の状態が悪化 し、昼夜

を問わない対応が必要になつた場合、介護負担の増大によつて家族が疲弊 し、やむなく在

宅療養を中断 したり、入院 して最期を迎える状況があります。

また、医療依存度の高い人々の死亡状況をみると、例えばがんによる死亡者は 2008年

には 3人に 1人 と 1975年 の約 2.5倍に達 し、高齢化の進展 と共に今後一層の増大が見込

まれています。

こうした医療依存度の高い在宅療養者の生活を支えるためには、従来の訪問 。通いの在

宅サー ビスに加え、病態の変動時や家族のレスパイ トに対応できる、宿泊の機能を併せ持

つサー ビスの充実を図ることが不可欠です。併せて、在宅療養上の不安について気軽に相

談できる場を、利用者の身近な地域に整備 していく必要があります。

以上のことから、医療依存度の高い人々が最期まで在宅療養生活を継続できるよう多面

的に支援する、24時間体制の看護サー ビスを加えた小規模多機能型居宅介護を提案いた

します。

医療依存度の高い在宅療養者を支援する小規模多機能型居宅介護について

<サー ビスの機能>
。医療依存度の高い利用者が医療機関等から退院する際の一時的な宿泊や、病態の変動

時への対応、家族のレスパイ トを可能にする。

・主治医との連携に基づく緊急時の対応や、在宅看取 りまでの継続的な支援を行 う。

<サー ビスの構成>
・管理者を看護師とし看護 と介護の連携により、従来の小規模多機能型居宅介護 (通い

訪問・宿泊)に 「療養上の相談」、「訪問看護」を加えたサービスを行 う。

以 上
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第29回 社会保障審議会 介護保険部会

プレゼンテーシヨン資料

医療法人 真正会 理事長  斉藤正身

介護保険制度における「リハビリテーシ∃ン」の位置づけ

この法律は、加齢に伴つて生する′出身の

変化に起因する疾病等により要介護状態

となり、入浴、排せつ、食事等の介護機

能訓練並びに看護及び療養上の管理その

他の医療を要する者等について、これら

の者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、必要な

保健医療サービス及び福祉サービスに係

る給付を行うためt国民の共同連帯の理

念に基づき介護保険制度を設け、その行

う保険給付等に関して必要な事項を定め、

もつて国民の保健医療の向上及び福祉の

増進を図ることを目的とする。

国民は、自ら要介護状態となることを予

防するため、力0齢に伴つて生するlb身の

変化を自覚 して常に健康の保持増進に努

めるとともに、要介護状態となつた場合

においても、進んでリハビリテーシヨン

その他の適切な保健医療サービス及び福

祉サービスを不」用することにより、その

有する能力の維持向上に努めるものとす

る。



高齢者リハビリテーション研究会について 平成15年 6月に公表された高齢者介護研究会の報告書
に基づき、今後の高齢者の介護予防、リハビリテーションのあり方について精査 。研究するために、
老健局内に、医療、リハビリテーションの専Pヨ家等からなる高齢者リハビリテーション研究会を同年
7月に設置した。 本研究会においては、要介護状態にならないようにする予防的リハビリテーショ
ンの在り方、医療・介護を通じた高齢者の各ステァジごとのリハビリテーシ∃ンの提供体制、また、
福祉用具や住宅改修の在り方、地域でのリハビリテーシヨンの提供体制などについて、検討を行い、
平成 16年 1月 29日 に中Fo3報告をとりまとめたところである。 この中間報告においては、介護保
険後見えてきた課題として、

(1)死亡の原因疾患と生活機能低下の原因疾患が塞なること

(2)軽度の要介護者が急増していること

(3)介護予防の効果があがつていないこと

(4)高齢者の状態像に応じ左適切なアプED「 チが必要であることと指摘し、

この課題を解決するため、

今後の高齢者リハビリテーションの基本的な考え方として、

(1)高齢者の態様に応じた対応 (脳卒中モデル、廃用症候群モデル、痴呆高齢者モデル)

(2)疾患の発症直後の急性期の治療と並行した実施

(3)必要な時期に、短期間に集中しての実施、また、期間を限定して計画的な実施 の必要性を指摘し、
現行サービスの見直しについては、予防、医療、介護が断片的でな<、 総合的に提供されるよう

行うべきであるとしている。

本報告書はこれからの高齢者リハビリテーシ∃ンの方向性を示したものでぁり、 今後の介護保険制度
の見直しやゴールドプラン21の後継プラン、保健事業第5次計画の策定、平成18年度に予定され
る介護報酬改定などにおいて、その具体化を検討することとしている。

             2

予防、医療、介護は断片的でなく、総合的に提供されるべき。

1.介護予防の強化

○要支援、軽度の要介護者のサービス内容とマネジメントシステムの見直し。

2.急性期のリハビリテーシ∃ンの強イヒ

○急性期治療と並行したリハビリテーションの強イヒ。

○医療におけるリハビリテーションの位置づけの見直し。

(保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直しの検討)

3.入院 (所)リハビリテーシヨンの改善

〇副|1練室中心から居室中心のリハビリテーションヘ

○病棟・居室等の設備は1実生活に近い環境ヘ

4.訪間リハビリテ=シ ョンの拡充

○自宅での自立支援を促進するために量的に拡充。

○言語聴覚士の位置づけ。

5。 通所リハビリテーションの適正化

○リハビリテーションの効果について評価を行う。 (通所介護と同様の機能のものの見直し)

○目標を設定し、期間を定めて計画的に実施。

6.シ ョートステイの改善

○ジョートスティ型田中の要介護度悪 Jヒの防lL。

7.福祉用具・住宅改修の適正化

3

○導入プロセスヘo lJノ ビヽリテーシ∃ン専P3職の関与など、総合的な適正イヒ方策の推進。



○疾患の発症直後の急性期に治療と並行して実施6 急性期の医療機関において、脳卒中発症直後から原疾患の

治療と並行して、早期離床などのリハビリテーションを実施。

○必要な時期に短期間に集中して実施。 急性期の医療機関において、原疾患の治療が終了した者について、

回復期リハビリテーシヨンや介護老人保健施設において、在宅復帰を目指した短期間の集中的なリハビリ

テーションを実施。

○必要な時期に期間を限定して、計画的に実施。 在宅の骨関節疾患を持つ者の生活機能の低下が軽度である

早い時期から、期間を定めて、リハビリテーションを計画的に実施。

く国民>

○地域社会の構成員である国民ひとりひとりがリハビリテーシヨンについて、理解を深めることが重要

○生活機能低下をいち早く把握して、自ら積極的にリハビリテーシヨンを行う。

<専門職>

○壺肛k髪重瓢Ln選誕璽塑笙りう盛己理製茎_旦上此ユ圧≧ニシヨ曼生
=2▲

【ェ」並述ココ鯉豆ヱ≦ヱ望重痙め重∠嚢塾。

○特に、かかりつけ医、介護支援専門員、保健師等の役割は重要。 
｀

○今後の専門職の教育にリハビリテーシ∃ンの者え方を十分に反映させていくことが必要。

急性期から回復期までのリハビリテーションは医療保険で対応し、維持期のリハビリテーシヨンは

介護保険が中心となつて対応するとの考え方で改定が行われた。

医療保険のリハビリテーシヨンについては、発症後早期のリハビリテーショ ンを重点評価すると

ともに、疾患別に算定日数の上限を設けた。

→外来リハ等の医療保険で提供されているリハビリテーシ∃ンに大きな課題・問題

→平成18年 12月 25日 老老発第1225003号 保医発第1225001号  両課長連名の通知

「医療保険及び介護保険におけるリハビリテーシヨンの見直し及び 連携の強イしについて」

―

急性期及び回復期の状態に対応し、

主として身体機能の早期改善を目指す

主にレベル低下に対応する…

維持期の状態に対応 し、

主として身体機能の維持及び生活機能の

維持・向上を目指す

主にレベル低下 しないように一

高齢者リハビリテーシヨン研究会 → リハビリテーシ∃ン前置主義の再確認



<居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者における留意事項 >
平素より、地i或の医療サービスも含めたリハビリテーションの提供体制を把握すること。
居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者は、要介護者等が急性期及び回復期のリハ
ビリテーションを受けているFo3からも、要介護者等から依頼があった場合には、あらか
じめ、維持期におけるリハビリテーション等を含めた居宅サービス計画の作成等を行
い、居宅における生活に円滑に移行できるようにすること。 居宅サービス計画等につ
いては、利用者の主治の医師等の意見を求めて作成することとなるが、利用者の希望等
を踏まえ、急性期及び回復期のリハビリテーシ∃ンを行った医療機関において維持期の
リハビリテーシ∃ンを実施することとするなど、急性期及び回復期のリハビリテーシ∃
ンとの継続性にも配慮が必要であること。

<地 i或包括支援センタこにおける留意事項 >
平素より、地1或の医療サービスも含めたリハビリテーシ∃ンの提供体制を把握すること

に努め、高齢者からのリハビリテーションに関する相談に応じ、必要に応じて、関係機
関において必要なリハビリテー シ∃ンが受けられるよう入所や利用に係る連絡調整を
行うこと。

ケアマネジメントにおけるリハビリテーションの在り方を明確化

訪間リハビリテーション

通所リハビリテーションの利用者が通所できなくなった際にも円滑な訪Po5リ ハビリテーションの提供を可能とする観点から、介護者人保健施設で通所
リハビリテーションを受けている利用者については、通所リハビリテーション終了後一月に限り、当該施設の配置EIIeTがリハビリテーション計画を作
成し、訪F05リ ハビリテーションを提供することを可能とする。

また、リハビリテーションマネジメント加算については、「PDCAサ イクル」の流れを評価したものであること等を踏まえ、本体報酬に包括化す
るとともに、早期かつ集中的なリハ ビリテーションを推進する観点から、短期集中リハビリテーション実施力B算 の評価を見直す。
併せて、基本報酬については、医療保険との整合性を図る観点から、 1日 単位ではなく、 サービス提供時間に応 じた評価に見直す。
今後、さらに訪Po5リ ハビリテーションを拡充する方策について検討を行う。

一方、訪間リハビリテーションの整備状況に地域差がある現状を踏まえ、訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪間に係る運用の見直しを行い、
それに伴って、主として理学療法士等による訪間を行つている訪FDD看護ステーションの管理者の要件について一定の整理を行う。
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通所と訪間の連携?強化 (老健のみ)

リハビリテーション・マネジメント加算の包括化と

短期集中リハカ0算の見直し

医療保険と基本報酬‖の統一 (提供0寺 間で評価)

拡充の方針を約束

訪問着護ステーションからのリハ提供の緩禾0(暫定?)

○ 訪PoOリ ハ拡充に向け、積極的な改定がなされた。

○ 「短期集中」の必要性はレベル低下時にもある。

○ リハビリテーション適応は医療保険と同じ取り扱いに

○ 訪間介護・訪間蕎護等との連携や役害」分担、協働の具
体的な内容をどのように構築するかが、訪間リハビリ
テーション・ステーション倉J設のキーポイント

○ 通所リハとの相互活用をマネジメントするべき

※「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により同様のサ
ービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先す
べきということである。

→ これは間違つた認識であり、通所と訪間は役害」が違う。



通所リハビリテーシヨン
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リハビリテーシヨンの利用者が、医療保険から介護保険に移行しても、ニーズに沿つたサ ービスを継ぎ目な<一員して受けることができるよう、短

時間・個別のリハビリテーションについての評価を行うとともに、リハビリテーシヨンの実施者について医療保険との整合性を図る。
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率の状況等を踏まえ、スケ刊レメリットを考慮しつつ、全体として事

うにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

4.

5.

1.短時間通所リハの導入 :外来リハの受け皿として期待

2.医療機関の介護保険事業所みなし指定

3.リ ハビリテーシヨン・マネジメントの要件見直し

リハ・スタツフの手厚い配置を評価

大規模事業所の減算緩和

1

載定あ菫海|■||=

通所介護 :個 Bll機能訓練を評価 (体制と内容)

ショートステイ利用中にリハビリテーシヨンを提供

認知症短期集中リハの対象者拡大

「レスパイト・ケア」

→ 家族の介護負担軽減

→ 通所・短期入所 。入所サービス等の充実

→ 介護者の負担軽減

→ 訪問・通所リハによる負担軽減アプローチ

1.短 0寺間のニーズは通所リハ既利用者が中心

2.報酬‖格差のため指定数1曽につながらない

3.基本的に通所リハ実施計画書との違いがわからない

4.人員最低基準を31き上げ、質の向上を図るべき

5.経過措置策な<、 中規模事業所は一定期間減収…

○ 地域包括ケアシステムの導入には、地域性・効率性を

考えれば、通所系サービスの再編成が不可欠である。

○ 通所リハの利用目的のうち、レスパイト・ケアと社会

性の維持・回復は通所介護と共通である。

○ 通所リハで提供されるリハビリテーシヨンの質を確保

し、医療保険と同等の評価をするべき:

○ 今後、重介護者に対する通所サービスのニーズは、よ

リー層高まることが予想されるため、看護とリハビリ

テーシ∃ンのさらなる連携が期待される。

覇更百轟蕪蕩酪薫てあ私算|■■■■‐■■■111'■

1.通所介護と通所リハの役害」分l旦 、連携等を再者する

必要がある。リハビリテーシヨンの適応は、医師が

判断するはずだが一

2.日帰リシ∃―トステイが活用され、療養中のレベル

ダウンに対応したリハビリの提供が期待されたが、

定期的な利用が中心になつている● (良いこと?)

3.認知症の中等度・重度の者に対するリハビリは有効

だが、軽度者とは違い継続的な提供が必要ではない

か ?
○ 認知症短期集中リハ加算算定による自己負担の増加

を配慮して、提供していながら算定していない方針

の事業所が目立つ。

通所介護・短期入所療養介護 認矢□症短期集中リハ 等

通所介護において個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービス提供方法に着日した評価を行う。

短期入所療養介護における個別リハビリテーシヨンを評価するとともに、日帰りの短期入所療養介護(特定短期入所療養介護を

サービス提供0寺間に応した評価に見直す。診療所の一般病床のうち、面積や人員配置等の要件を満たすものについて短期入所療

養介護の実施を可能とする。

電留ξ2干界墓垣賀晨纏霜羹層ほ雰「界墓暦墓墨塵喜記嚢g8亀
との調査結果を踏まえて、対象を中等度・重度の者に拡大する
塁所リハビリテーシヨンにおける実施について評価を行つ。

2.

3.

平成21年度介護報Blll改定では、リハビリテーシヨンの評価が見直されたが…



1.要介護者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、能力の維持向上

を図るために、リハビリテーションは不可欠である。

2.施設 。在宅の区別な<、 介護の負担を軽減するために、リハビリテーションは不可欠である。

3。 在宅での実生活の場面に直面しながら、自立した生活を目指すために、訪F・5によるリハビリテー

シヨンの提供は有効であり、自宅での閉じこもりを防ぎ、社会との接点を持ちながら自立した生

活の幅を拡げていくために、通所におけるリハビリテーションの提供は有効である。

4.地域特性によって、単独型・併設型・包括型等の多様な形態で運営されることが望ましい。

5。 訪FoO、 通所、短期入所、入所等によるリハビリテ=シ ョンを包括的に提供できる体制を整備する

ことによつて、リハビリテーシ∃ンのニーズに臨機応変に対応できる。医療面でのバックアップ

が可能な老人保健施設や有床診療所・病院等の医療機関がその役割を担うことが期待される。
→ 高齢者リハビリ研究会、新成長戦略t地域包括ケアシステム等の目指す万向性に適応

6。 リハビリテーションの提供は、単に能力の維持回復を達成することだけが目的ではなく、要介護

者のib身両面の可能性を引き出し、明日への新たな希望をもたらすために「最期」まで必要なサ

ービスと位置づけるべきである。
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